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初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
三
号
）
新
旧
対
照
表
（
抄
）

改

正

案

現

行

第
一
条
か
ら
第
八
条
の
二
ま
で
（
現
行
の
と
お
り
）

第
一
条
か
ら
第
八
条
の
二
ま
で
（
略
）

（
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者
の
職
務
の
級
）

（
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者
の
職
務
の
級
）

第
九
条

（
現
行
の
と
お
り
）

第
九
条

（
略
）

一

（
現
行
の
と
お
り
）

一

（
略
）

（1）

（
現
行
の
と
お
り
）

（1）

（
略
）

（2）

公
安
職
給
料
表
の
職
務
の
級
六
級
、
七
級
及
び
八
級

（2）

公
安
職
給
料
表
の
職
務
の
級
七
級
、
八
級
及
び
九
級

（3）
か
ら

（6）
ま
で

（
現
行
の
と
お
り
）

（3）
か
ら

（6）
ま
で

（
略
）

二

（
現
行
の
と
お
り
）

二

（
略
）

（
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者
の
号
給
）

（
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者
の
号
給
）

第
十
条

（
現
行
の
と
お
り
）

第
十
条

（
略
）

一
及
び
二

（
現
行
の
と
お
り
）

一
及
び
二

（
略
）

三

前
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
昇
格
し
た
職
務
の
級
が
行
政
職
給
料

表
㈠
の
職
務
の
級
五
級
（
以
下
「
行
政
職
給
料
表
㈠
五
級
」
と
い
う
。）
又

は
公
安
職
給
料
表
の
職
務
の
級
八
級
（
以
下
「
公
安
職
給
料
表
八
級
」
と

い
う
。）
で
あ
る
と
き
は
、
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
準
ず
る
方
法
に
よ

り
得
ら
れ
る
号
給

三

前
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
昇
格
し
た
職
務
の
級
が
行
政
職
給
料

表
㈠
の
職
務
の
級
五
級
（
以
下
「
行
政
職
給
料
表
㈠
五
級
」
と
い
う
。）
又

は
公
安
職
給
料
表
の
職
務
の
級
九
級
（
以
下
「
公
安
職
給
料
表
九
級
」
と

い
う
。
）
で
あ
る
と
き
は
、
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
準
ず
る
方
法
に
よ

り
得
ら
れ
る
号
給

２
及
び
３

（
現
行
の
と
お
り
）

２
及
び
３

（
略
）

第
十
一
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で

（
現
行
の
と
お
り
）

第
十
一
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で

（
略
）
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（
昇
格
の
場
合
の
号
給
）

（
昇
格
の
場
合
の
号
給
）

第
二
十
条

（
現
行
の
と
お
り
）

第
二
十
条

（
略
）

２

職
員
を
行
政
職
給
料
表
㈠
五
級
又
は
公
安
職
給
料
表
八
級
に
昇
格
さ
せ
た

場
合
に
お
け
る
そ
の
者
の
号
給
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
号
給
と
す
る
。

２

職
員
を
行
政
職
給
料
表
㈠
五
級
又
は
公
安
職
給
料
表
九
級
に
昇
格
さ
せ
た

場
合
に
お
け
る
そ
の
者
の
号
給
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
号
給
と
す
る
。

一

昇
格
の
日
に
お
け
る
そ
の
者
の
職
が
別
表
第
八
に
定
め
る
行
政
職
給
料

表
㈠
五
級
又
は
公
安
職
給
料
表
八
級
昇
格
時
職
務
区
分
別
号
給
表
（
以
下

「
昇
格
時
職
務
区
分
別
号
給
表
」
と
い
う
。）
に
定
め
が
あ
る
場
合
は
、
昇

格
時
職
務
区
分
別
号
給
表
の
昇
格
後
の
号
給
欄
に
掲
げ
る
号
給

一

昇
格
の
日
に
お
け
る
そ
の
者
の
職
が
別
表
第
八
に
定
め
る
行
政
職
給
料

表
㈠
五
級
又
は
公
安
職
給
料
表
九
級
昇
格
時
職
務
区
分
別
号
給
表
（
以
下

「
昇
格
時
職
務
区
分
別
号
給
表
」
と
い
う
。）
に
定
め
が
あ
る
場
合
は
、
昇

格
時
職
務
区
分
別
号
給
表
の
昇
格
後
の
号
給
欄
に
掲
げ
る
号
給

二

（
現
行
の
と
お
り
）

二

（
略
）

３
及
び
４

（
現
行
の
と
お
り
）

３
及
び
４

（
略
）

（
降
格
の
場
合
の
号
給
）

（
降
格
の
場
合
の
号
給
）

第
二
十
一
条

（
現
行
の
と
お
り
）

第
二
十
一
条

（
略
）

２

職
員
を
行
政
職
給
料
表
㈠
五
級
又
は
公
安
職
給
料
表
八
級
か
ら
一
級
下
位

の
職
務
の
級
に
降
格
さ
せ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
者
の
号
給
は
、
第
二
十
二

条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
得
ら
れ
る
号
給
と
す

る
。

２

職
員
を
行
政
職
給
料
表
㈠
五
級
又
は
公
安
職
給
料
表
九
級
か
ら
一
級
下
位

の
職
務
の
級
に
降
格
さ
せ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
者
の
号
給
は
、
第
二
十
二

条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
得
ら
れ
る
号
給
と
す

る
。

３

（
現
行
の
と
お
り
）

３

（
略
）

（
行
政
職
給
料
表
㈠
五
級
等
の
適
用
を
受
け
る
職
員
を
昇
格
時
職
務
区
分
別
号

給
表
に
定
め
る
職
務
区
分
の
異
な
る
職
に
異
動
さ
せ
た
場
合
の
号
給
）

（
行
政
職
給
料
表
㈠
五
級
等
の
適
用
を
受
け
る
職
員
を
昇
格
時
職
務
区
分
別
号

給
表
に
定
め
る
職
務
区
分
の
異
な
る
職
に
異
動
さ
せ
た
場
合
の
号
給
）
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第
二
十
一
条
の
二 

行
政
職
給
料
表
㈠
五
級
又
は
公
安
職
給
料
表
八
級
の
適
用

を
受
け
る
職
員
を
昇
格
時
職
務
区
分
別
号
給
表
に
定
め
る
職
務
区
分
の
異
な

る
職
に
異
動
さ
せ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
者
の
号
給
は
、
第
二
十
条
第
二
項

の
規
定
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
得
ら
れ
る
号
給
と
す
る
。 

第
二
十
一
条
の
二 

行
政
職
給
料
表
㈠
五
級
又
は
公
安
職
給
料
表
九
級
の
適
用

を
受
け
る
職
員
を
昇
格
時
職
務
区
分
別
号
給
表
に
定
め
る
職
務
区
分
の
異
な

る
職
に
異
動
さ
せ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
者
の
号
給
は
、
第
二
十
条
第
二
項

の
規
定
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
得
ら
れ
る
号
給
と
す
る
。 

第
二
十
二
条
か
ら
第
三
十
三
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
二
十
二
条
か
ら
第
三
十
三
条
ま
で 

（
略
） 

（
行
政
職
給
料
表
㈠
五
級
等
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
つ
い
て
の
適
用
除
外
） 

第
三
十
四
条 

第
二
十
七
条
か
ら
第
三
十
三
条
ま
で
の
規
定
は
、
行
政
職
給
料

表
㈠
五
級
及
び
公
安
職
給
料
表
八
級
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
は
適
用
し
な

い
。 

（
行
政
職
給
料
表
㈠
五
級
等
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
つ
い
て
の
適
用
除
外
） 

第
三
十
四
条 

第
二
十
七
条
か
ら
第
三
十
三
条
ま
で
の
規
定
は
、
行
政
職
給
料

表
㈠
五
級
及
び
公
安
職
給
料
表
九
級
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
は
適
用
し
な

い
。 

第
三
十
五
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
三
十
五
条 

（
略
） 

別
表
第
一 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
一 

（
略
） 

別
表
第
２
 
級
別
資
格
基
準
表
（
第
４
条
関

係
）
 

別
表
第
２
 
級
別
資
格
基
準
表
（
第
４
条
関
係
）
 

イ
及
び
ロ

 
（
現
行
の
と
お
り
）
 

イ
及
び
ロ
 
（
略
）
 

ハ
 

公
安

職
給

料
表

級
別

資
格

基
準
表
 

ハ
 
公
安
職
給
料
表
級
別
資
格
基
準
表
 

 

職
種
 

試
験

（
選

考
）
 

学
歴

免
許

等
 

職
務
の
級
 

１
級
 

２
級
 

３
級
 

４
級
 

５
級
 

警
察
官
 

消
防

吏
員
 

Ⅰ
類
 

 
０
 

３
 

１
 

４
 

３
 

Ⅱ
類
 

 
０
 

４
 

２
 

４
 

３
 

Ⅲ
類
 

 
０
 

５
 

３
 

４
 

３
 

 

職
種
 

試
験

（
選

考
）
 

学
歴

免
許

等
 

職
務
の
級
 

１
級
 
２
級
 

３
級
 

４
級
 

５
級
 

６
級
 

警
察
官
 

消
防

吏
員
 

Ⅰ
類
 

 
０

 
２
 

１
 

１
 

４
 

３
 

Ⅱ
類
 

 
０

 
３
 

１
 

２
 

４
 

３
 

Ⅲ
類
 

 
０

 
４
 

１
 

３
 

４
 

３
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備
考
 
（
現
行

の
と
お
り
）
 

備
考
 
（
略
）
 

ニ
か
ら
ト

ま
で
 
（
現
行
の
と
お
り
）
 

ニ
か
ら
ト
ま
で
 
（
略
）
 

別
表
第
三
か
ら
別
表
第
六
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
三
か
ら
別
表
第
六
ま
で 

（
略
） 

別
表
第
７
 
昇
格
時
号
給
対
応
表
（
第

20
条
関
係
）
 

別
表
第
７
 
昇
格
時
号
給
対
応
表
（
第

20
条
関
係
）
 

イ
及
び
ロ

 
（
現
行
の
と
お
り
）
 

イ
及
び
ロ
 
（
略
）
 

ハ
 

公
安

職
給

料
表
 

昇
格
の
日
の
前
日
 

に
受
け
て
い
た
号
給
 

昇
格
後

の
号

給
 

2
級
 

3
級
 

4
級
 

5
級
 

6
級
 

7
級
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

2
 

1
 

2
 

1
 

1
 

1
 

1
 

3
 

1
 

3
 

1
 

1
 

1
 

1
 

4
 

1
 

4
 

1
 

1
 

1
 

1
 

5
 

1
 

5
 

1
 

1
 

1
 

1
 

6
 

1
 

6
 

1
 

1
 

1
 

1
 

7
 

1
 

7
 

1
 

1
 

1
 

1
 

8
 

1
 

8
 

1
 

1
 

1
 

1
 

9
 

1
 

9
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
0
 

1
 

1
0
 

2
 

2
 

1
 

2
 

1
1
 

1
 

1
1
 

3
 

3
 

1
 

3
 

1
2
 

1
 

1
2
 

4
 

4
 

1
 

4
 

1
3
 

1
 

1
3
 

5
 

5
 

1
 

5
 

ハ
 
公
安
職
給
料
表
 

昇
格
の
日
の
前
日
 

に
受
け
て
い
た
号
給
 

昇
格
後
の
号
給
 

2
級
 

3
級
 

4
級
 

5
級
 

6
級
 

7
級
 

8
級
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

2
 

1
 

1
 

2
 

1
 

1
 

1
 

1
 

3
 

1
 

1
 

3
 

1
 

1
 

1
 

1
 

4
 

1
 

1
 

4
 

1
 

1
 

1
 

1
 

5
 

1
 

1
 

5
 

1
 

1
 

1
 

1
 

6
 

2
 

1
 

6
 

1
 

1
 

1
 

1
 

7
 

3
 

1
 

7
 

1
 

1
 

1
 

1
 

8
 

4
 

1
 

8
 

1
 

1
 

1
 

1
 

9
 

5
 

1
 

9
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
0
 

6
 

1
 

1
0
 

2
 

2
 

1
 

2
 

1
1
 

7
 

1
 

1
1
 

3
 

3
 

1
 

3
 

1
2
 

8
 

1
 

1
2
 

4
 

4
 

1
 

4
 

1
3
 

9
 

1
 

1
3
 

5
 

5
 

1
 

5
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1
4
 

1
 

1
4
 

6
 

6
 

2
 

6
 

1
5
 

1
 

1
5
 

7
 

7
 

3
 

7
 

1
6
 

1
 

1
6
 

8
 

8
 

4
 

8
 

1
7
 

1
 

1
7
 

9
 

9
 

5
 

9
 

1
8
 

2
 

1
8
 

1
0
 

1
0
 

6
 

1
0
 

1
9
 

3
 

1
9
 

1
1
 

1
1
 

7
 

1
1
 

2
0
 

4
 

2
0
 

1
2
 

1
2
 

8
 

1
2
 

2
1
 

5
 

2
1
 

1
3
 

1
3
 

9
 

1
3
 

2
2
 

6
 

2
2
 

1
4
 

1
4
 

1
0
 

1
4
 

2
3
 

7
 

2
3
 

1
5
 

1
5
 

1
1
 

1
5
 

2
4
 

8
 

2
4
 

1
6
 

1
6
 

1
2
 

1
6
 

2
5
 

9
 

2
5
 

1
7
 

1
7
 

1
3
 

1
7
 

2
6
 

1
0
 

2
6
 

1
8
 

1
8
 

1
4
 

1
8
 

2
7
 

1
1
 

2
7
 

1
9
 

1
9
 

1
5
 

1
9
 

2
8
 

1
2
 

2
8
 

2
0
 

2
0
 

1
6
 

2
0
 

2
9
 

1
3
 

2
9
 

2
1
 

2
1
 

1
7
 

2
1
 

3
0
 

1
4
 

3
0
 

2
2
 

2
2
 

1
8
 

2
2
 

3
1
 

1
5
 

3
1
 

2
3
 

2
3
 

1
9
 

2
3
 

3
2
 

1
6
 

3
2
 

2
4
 

2
4
 

2
0
 

2
4
 

3
3
 

1
7
 

3
3
 

2
5
 

2
5
 

2
1
 

2
5
 

3
4
 

1
8
 

3
4
 

2
6
 

2
6
 

2
2
 

2
6
 

3
5
 

1
9
 

3
5
 

2
7
 

2
7
 

2
3
 

2
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８
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５
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築
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８
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５
級
昇
格
時
職
務
区
分
別
号
給
表
 

職
務
区
分

 
昇

格
の

日
に

お
け

る
職

 
昇

格
後

の
号

給
 

機
関
又
は

組
織

の
名

称
 

職
 

 
      本

庁
 

局
に

所
属

す
る

総
務

部
長

 
総

務
局

人
事

部
長

 
総

務
局

行
政

部
長

 
財

務
局

経
理

部
長

 
財

務
局

主
計

部
長

 
財

務
局

建
築

保
全

部
長

 
都

市
整

備
局

都
市

づ
く

り
政

策
 

 

　12　



一

部
長

 
都

市
整

備
局
都
市

基
盤
部

長
建

設
局

道
路
建
設

部
長

港
湾

局
港

湾
整
備

部
長

会
計

管
理

局
管
理

部
長

オ
リ

ン
ピ

ッ
ク

・
パ

ラ
リ

ン
ピ

ッ
ク

準
備

局
局

務
担

当
部

長
の

う
ち

、
派

遣
条
例
第

2
条
の
規

定
に

基
づ

く
派

遣
を

さ
れ

て
お

り
、

か
つ

、
極

め
て

困
難

で
重

要
な

業
務

を
所

掌
す

る
も

の
で

あ
っ

て
、

別
に
定

め
る
も

の

東
京

都
都

民
安

全
推

進
本

部
総

合
推

進
部
長

東
京

都
戦

略
政

策
情

報
推

進
本

部
戦

略
事

業
部
長

（
現

行
の

と
お
り
）

東
京

都
住

宅
政

策
本

部
住

宅
企

画
部
長

都
営

住
宅

経
営
部

長

東
京

都
病

院
経

営
本

部
（

都
立

病
院

を
除
く

。）
か

ら
東

京
都

議
会

議
会

局
ま

で

（
現

行
の

と
お
り

）

一

部
長

 
都

市
整

備
局

都
市

基
盤

部
長

都
市

整
備

局
都

営
住

宅
経

営
部

長
建

設
局

道
路

建
設

部
長

港
湾

局
港

湾
整

備
部

長
会

計
管

理
局

管
理

部
長

オ
リ

ン
ピ

ッ
ク
・
パ

ラ
リ

ン
ピ

ッ
ク

準
備

局
局

務
担

当
部

長
の

う
ち

、
派

遣
条

例
第

2
条

の
規

定
に

基
づ

く
派

遣
を

さ
れ

て
お

り
、
か

つ
、
極

め
て

困
難

で
重

要
な

業
務

を
所

掌
す

る
も

の
で

あ
っ

て
、
別

に
定

め
る

も
の

東
京

都
青

少
年

・
治

安
対

策
本
部

総
合

対
策

部
長

（
略
）
 

東
京

都
病

院
経

営
本

部
（

都
立

病
院

を
除

く
。）

か
ら

東
京

都
議

会
議

会
局

ま
で

（
略

）
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二

本
庁

部
の

部
長

（
職

務
区

分
一

に
規

定
す

る
も

の
を

除
く

。
）
、

主
席

監
察

員
、

政
策

企
画

局
秘

書
事

務
担

当
部

長
及

び
総

務
局

労
務

担
当

部
長

オ
リ

ン
ピ

ッ
ク
・

パ
ラ
リ

ン
ピ

ッ
ク

準
備

局
局
務

担
当
部

長
の

う
ち

、
派

遣
条

例
第

２
条

の
規

定
に

基
づ

く
派

遣
を

さ
れ

て
お

り
、

か
つ

、
極

め
て

困
難

な
業

務
を

所
掌

す
る

も
の

で
あ

っ
て

、
別

に
定
め
る

も
の

東
京

都
都

民
安

全
推

進
本

部

部
の

部
長

（
職

務
区

分
一

に
規

定
す

る
も

の
を

除
く

。
）
、

東
京

都
戦

略
政

策
情

報
推

進
本

部
特

区
推

進
担

当
部

長
及

び
東

京
都

中
央

卸
売

市
場

豊
洲

市
場

総
合

調
整

担
当

部
長

東
京

都
戦

略
政

策
情

報
推

進
本

部

（
現

行
の

と
お
り
）
 

東
京
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住

宅
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京
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を
除
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画
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書

事
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企

画
局

国
家
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略

特
区
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進

担
当

部
長
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び

総
務

局
労
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担

当
部

長
オ

リ
ン

ピ
ッ

ク
・
パ

ラ
リ

ン
ピ

ッ
ク

準
備

局
局

務
担

当
部

長
の

う
ち

、
派

遣
条

例
第

２
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の
規

定
に

基
づ

く
派

遣
を

さ
れ

て
お

り
、
か

つ
、
極

め
て

困
難

な
業

務
を

所
掌

す
る

も
の

で
あ

っ
て

、
別

に
定

め
る

も
の
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青

少
年

・
治

安
対
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本
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部
長
（
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務

区
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一
に
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す
る

も
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く
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総
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調
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長
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局
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地
方

公
務
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災

害
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償
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金
東
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支
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か
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京

都
議

会
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会
局

ま
で
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現
行
の

と
お
り
）

三

本
庁
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現
行
の

と
お
り
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行
の
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お
り
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京
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病
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経

営
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立

病
院

を
除
く
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京

都
中

央
卸

売
市

場

東
京

都
職

員
共

済
組

合
事

務
局

東
京

都
教

育
庁警

視
庁

本
部

か
ら

東
京

都
議

会
議

会
局

ま
で

（
現
行
の

と
お
り
）
 

地
方

公
務

員
災

害
補

償
基

金
東

京
都

支
部

か
ら

東
京

都
議

会
議

会
局

ま
で

（
略

）
 

三

本
庁

（
略

）

（
略

）
 

東
京

都
青

少
年

・
治

安
対

策
本
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（
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）
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京

都
病
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営
本
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立

病
院

を
除

く
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市
場
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京

都
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共
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事
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京
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教
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部

か
ら
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京
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会
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会
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で
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略
）
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四
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行
の

と
お
り
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現
行
の
と
お
り
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行
の

と
お
り
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四
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お
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９
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給
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初任給、昇格及び昇給等に関する規則の運用について（昭和50年12月25日付50人委第1200号） 新旧対照表（抄） 

改    正    案 現         行 

第１条関係から第８条関係まで （現行のとおり） 第１条関係から第８条関係まで （略） 

第10条関係（新たに職員となつた者の号給） 第10条関係（新たに職員となつた者の号給） 

１ （現行のとおり） １ （略） 

２ この条の第１項の「同表に定める号給を基礎としてその者の属す

る職務の級に昇格したものとした場合」とは、その者に適用される

初任給基準表に掲げる号給を採用の日の前日に受けたものとして、

この条の第１項第１号及び第２号の規定を適用し、級別資格基準表

に定める必要な経験年数の数を加えて得た数を号数（行政職給料表

（一）５級又は公安職給料表８級に昇格させた場合においては、こ

の条の第１項第３号の規定を適用し得られる号数）とする場合をい

う。 

例えば、行政職給料表（一）の職務の級２級の職に採用される者

が大学卒業後７年の経験年数（第６条の規定により換算された後の

年数）を有する場合、初任給基準表に掲げる１級29号給を基礎とし、

級別資格基準表に定める職務の級２級に必要な最低限度の経験年

数、５年を第13条第１項の規定により換算して得た号数（20号給）

を加えた号数とする号給、１級49号給を採用の日の前日に受けたも

のとして、昇格した場合に得られる号給２級12号給を、この条の第

１項の規定による号給とする。 

なお、この例においては、必要な最低限度の経験年数を超える年

数２年（７年－５年）を有するため、第13条第１項第２号の規定に

より、２級20号給に決定することができる。 

２ この条の第１項の「同表に定める号給を基礎としてその者の属す

る職務の級に昇格したものとした場合」とは、その者に適用される

初任給基準表に掲げる号給を採用の日の前日に受けたものとして、

この条の第１項第１号及び第２号の規定を適用し、級別資格基準表

に定める必要な経験年数の数を加えて得た数を号数（行政職給料表

（一）５級又は公安職給料表９級に昇格させた場合においては、こ

の条の第１項第３号の規定を適用し得られる号数）とする場合をい

う。 

例えば、行政職給料表（一）の職務の級２級の職に採用される者

が大学卒業後７年の経験年数（第６条の規定により換算された後の

年数）を有する場合、初任給基準表に掲げる１級29号給を基礎とし、

級別資格基準表に定める職務の級２級に必要な最低限度の経験年

数、５年を第13条第１項の規定により換算して得た号数（20号給）

を加えた号数とする号給、１級49号給を採用の日の前日に受けたも

のとして、昇格した場合に得られる号給２級12号給を、この条の第

１項の規定による号給とする。 

なお、この例においては、必要な最低限度の経験年数を超える年

数２年（７年－５年）を有するため、第13条第１項第２号の規定に

より、２級20号給に決定することができる。 

３及び４ （現行のとおり） ３及び４ （略） 
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第11条関係から第20条関係まで （現行のとおり） 第11条関係から第20条関係まで （略） 

第21条関係（降格の場合の号給） 第21条関係（降格の場合の号給） 

（現行のとおり） （略） 

(1) 行政職給料表（一）５級から１級下位の職務の級に降格させ

る場合 

ア 行政職給料表（一）５級及び平成 25 年４月１日から平成

27 年３月 31 日までの行政職給料表（一）６級における在職

期間は、１級下位の職務の級に在職していたものとし、当該

在職期間の勤務成績は標準であつたものとみなす。ただし、

欠勤等の特別の事情がある場合には、その事情を考慮して昇

給の規定を適用することとする。 

イ 降格となる職員が平成 25年３月 31日において行政職給料

表（一）の職務の級７級の適用を受けていた場合は、同日に

当該職務の級から１級下位の職務の級に降格したものとし、

同日における降格の規定を適用して得られる級号給を職員

の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成 24 年東京

都条例第 125号）附則第３条及び第４条の規定による職務の

級及び号給に切り替え、当該切り替えた号給の号給数に(1)

アを適用して得られる号給数を加えるものとする。 

なお、降格となる職員が平成 25 年３月 31 日以前に採用さ

れた者であつて同年４月１日以後に人事交流等により引き

続いて職員となつた場合も同様とする。 

(1) 平成 25 年４月１日から平成 27 年３月 31 日までの行政職給

料表（一）６級、平成 27年４月１日以後の行政職給料表（一）

５級及び平成 28 年４月１日以後の公安職給料表９級における

在職期間は１級下位の職務の級に在職していたものとし、当該

在職期間の勤務成績は標準であったものとみなす。ただし、欠

勤等の特別の事情があった場合には、その事情を考慮して昇給

の規定を適用した場合に受けることとなる号給とする。 
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(2) 公安職給料表８級から１級下位の職務の級に降格させる場合 

ア 公安職給料表８級及び平成 28年４月１日から平成 31年３

月 31 日までの公安職給料表９級における在職期間は、１級

下位の職務の級に在職していたものとし、当該在職期間の勤

務成績は標準であつたものとみなす。ただし、欠勤等の特別

の事情がある場合には、その事情を考慮して昇給の規定を適

用することとする。 

イ 降格となる職員が平成 28年３月 31日において公安職給料

表９級の適用を受けていた場合は、同日に当該職務の級から

１級下位の職務の級に降格したものとし、同日における降格

の規定を適用して得られる号給の号給数に(2)アを適用して

得られる号給数を加えるものとする。 

なお、降格となる職員が平成 28 年３月 31 日以前に採用さ

れた者であつて同年４月１日以後に人事交流等により引き

続いて職員となつた場合も同様とする。 

(2) 行政職給料表（一）の職務の級４級（以下この号において「行

政職給料表（一）４級」という。）に降格させた場合であって、

当該職員が平成 25年３月 31日に職員の給与に関する条例の一

部を改正する条例（平成 24 年東京都条例第 125 号。以下この

号において「改正条例」という。）第２条の規定による改正前

の職員の給与に関する条例（昭和 26年東京都条例第 75 号。以

下この号において「改正前条例」という。）別表第１イに掲げ

る行政職給料表（一）の職務の級７級（以下この号において「行

政職給料表（一）７級」という。）の適用を受けていた場合（平

成 25年３月 31日以前に採用された職員で同年４月１日以後に

人事交流等により引き続いて職員となった場合を含む。）は、

以下のとおりとする。 

平成 25年３月 31日に行政職給料表（一）７級から改正前条

例別表第１イに掲げる行政職給料表（一）の職務の級６級に降

格したものとした場合に、同日における初任給、昇格及び昇給

等に関する規則の一部を改正する規則（平成 25 年東京都人事

委員会規則第５号）による改正前の初任給、昇格及び昇給等に

関する規則第 21 条の規定により得られる号給を改正条例附則

第３条及び第４条の規定により切り替え、当該切り替えた号給

の号給数に前号の規定により得られる号給数を加えて得られ

る号給を行政職給料表（一）４級の号給とする。 

（削除） (3) 公安職給料表の職務の級８級（以下この号において「公安   

職給料表８級」という。）に降格させた場合であって、当該職

員が平成 28年３月 31日に公安職給料表９級の適用を受けてい

た場合（平成 28 年３月 31日以前に採用された職員で同年４月

　19　



１日以後に人事交流等により引き続いて職員となった場合を

含む。）は、以下のとおりとする。 

平成 28年３月 31日に公安職給料表９級から公安職給料表８

級に降格したものとした場合に、同日における初任給、昇格及

び昇給等に関する規則の一部を改正する規則（平成 28 年東京

都人事委員会規則第 20 号）による改正前の初任給、昇格及び

昇給等に関する規則第 21 条の規定により得られる号給の号給

数に(1)の規定により得られる号給数を加えて得られる号給を

公安職給料表８級の号給とする。 

第21条の２関係から経験年数換算表関係まで （現行のとおり） 第21条の２関係から経験年数換算表関係まで （略） 

昇格時職務区分別号給表関係（第20条関係） 

１から４まで （現行のとおり） 

５ イの表の職務区分三の部本庁の項及び同部東京都都民安全推進

本部の項から東京都教育庁の項まで並びに同部東京都人事委員会

事務局の項から東京都議会議会局の項までに規定する「別に定め

るもの」とは、担当部長のうち、同表の職務区分四の項に定める

ものを除き、次の各号に定めるものをいう。 

(1)から(5)まで （現行のとおり） 

６から11まで （現行のとおり） 

昇格時職務区分別号給表関係（第20条関係） 

１から４まで （略） 

５ イの表の職務区分三の部本庁の項及び同部東京都青少年・治安

対策本部の項から東京都教育庁の項まで並びに同部東京都人事委

員会事務局の項から東京都議会議会局の項までに規定する「別に

定めるもの」とは、担当部長のうち、同表の職務区分四の項に定

めるものを除き、次の各号に定めるものをいう。 

(1)から(5)まで （略） 

６から11まで （略） 

別表第１ 初任給の加算限度号給表（第10条関係） 別表第１ 初任給の加算限度号給表（第10条関係） 

給料表 職務の級 限度号給 職務の級 限度号給 

行政職給料表（一） １ 65 号給   

行政職給料表（二） １ 57 号給   

公 安 職 給 料 表 ２ 29 号給 １ 45 号給 

給料表 職務の級 限度号給 職務の級 限度号給 職務の級 限度号給 

行政職給料表（一） １ 65 号給     

行政職給料表（二） １ 57 号給     

公 安 職 給 料 表 ３ 29 号給 ２ 41 号給 １ 45 号給 
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医療職給料表（一） １ 53 号給   

医療職給料表（二） １ 57 号給   

医療職給料表（三） １ 65 号給   

備考 （現行のとおり） 

医療職給料表（一） １ 53 号給     

医療職給料表（二） １ 57 号給     

医療職給料表（三） １ 65 号給     

備考 （略） 

別表第２から別表第３まで （現行のとおり） 別表第２から別表第３まで （略） 
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五
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３
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（
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４ 
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） 
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現
行
の
と

お
り
）

 

（
現
行
の
と

お
り
）

 

（
現
行
の
と

お
り
）

 

（
現
行
の
と

お
り
）

 

４
級

 

５
級

 

（
現
行
の
と

お
り
）

 

（
現
行
の
と

お
り
）

 

（
現
行
の
と

お
り
）

 

（
現
行
の
と

お
り
）

 

（
現
行
の
と

お
り
）

 
 

６
級

 

７
級

 

（
現
行
の
と

お
り
）

 

（
現
行
の
と

お
り
）

 

（
現
行
の
と

お
り
）

 

（
現
行
の
と

お
り
）

 

（
現
行
の
と

お
り
）

 
 

８
級

 
（
現
行
の
と

お
り
）

 

 
 

（
現
行
の
と

お
り
）

 

 

（
略
）

 
（
略
）

 

１
級

 

２
級

 

３
級

 

４
級

 

 
（
略
）

 
（
略
）

 
（
略
）

 

（
略
）

 
（
略
）

 
５
級

 

６
級

 
（
略
）

 
（
略
）

 
（
略
）

 
（
略
）

 

（
略
）

 
 

７
級

 

８
級

 
（
略
）

 
（
略
）

 
（
略
）

 
（
略
）

 

（
略
）

 
 

９
級

 
（
略
）

 

 
 

（
略
）

 

 

ウ
 
（
現
行
の
と
お
り
）

 
ウ

 
（
略
）

 

備
考
 
（
現
行
の
と
お
り
）

 
備
考

 
（
略
）

 

別
表
第
二
か
ら
別
表
第
四
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
二
か
ら
別
表
第
四
ま
で 

（
略
） 
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職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
七
年
東
京
都
規
則
第
五
十
五
号
）
新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改 

正 

案 

現 
 

行 

第
一
条
か
ら
第
六
条
の
二
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条
か
ら
第
六
条
の
二
ま
で 

（
略
） 

（
超
過
勤
務
） 

第
七
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

３ 

任
命
権
者
は
、
職
員
に
超
過
勤
務
を
命
ず
る
場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
時
間
及
び
月
数

の
範
囲
内
で
必
要
最
小
限
の
超
過
勤
務
を
命
ず
る
も
の
と
す
る
。 

一 

第
三
号
に
規
定
す
る
職
場
以
外
の
職
場
に
勤
務
す
る
職
員
（
次
号
に
掲

げ
る
職
員
を
除
く
。
） 

次
の
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
時
間 

イ 

一
月
に
つ
い
て
四
十
五
時
間 

ロ 

一
年
に
つ
い
て
三
百
六
十
時
間 

二 

一
年
に
お
い
て
勤
務
す
る
職
場
が
次
号
に
規
定
す
る
職
場
か
ら
前
号

に
規
定
す
る
職
場
と
な
っ
た
職
員 

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
時

間
及
び
月
数 

イ 

一
年
に
つ
い
て
七
百
二
十
時
間 

ロ 

次
号
に
規
定
す
る
職
場
か
ら
前
号
に
規
定
す
る
職
場
と
な
っ
た
日

か
ら
当
該
日
が
属
す
る
月
の
末
日
ま
で
の
期
間
（
以
下
「
特
定
期
間
」

と
い
う
。）
が
属
す
る
月
に
お
い
て
次
号
イ
、
ハ
及
び
ニ
に
定
め
る
時

間
及
び
月
数 

ハ 

特
定
期
間
の
末
日
の
翌
日
か
ら
一
年
の
末
日
ま
で
の
期
間
に
お
い

て
次
の
(1)
及
び
(2)
に
定
め
る
時
間 

(1) 

一
月
に
つ
い
て
四
十
五
時
間 

(2) 

三
十
時
間
に
当
該
期
間
の
月
数
を
乗
じ
て
得
た
時
間 

（
超
過
勤
務
） 

第
七
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

（
新
設
） 
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三

他
律
的
業
務
（
業
務
量
、
業
務
の
実
施
時
期
そ
の
他
の
業
務
の
遂
行
に

関
す
る
事
項
を
自
ら
決
定
す
る
こ
と
が
困
難
な
業
務
を
い
う
。
）
の
比
重

が
高
い
職
場
と
し
て
任
命
権
者
が
定
め
る
職
場
に
勤
務
す
る
職
員

次

の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
時
間
及
び
月
数 

イ

一
月
に
つ
い
て
百
時
間
未
満

ロ

一
年
に
つ
い
て
七
百
二
十
時
間

ハ

一
月
ご
と
に
区
分
し
た
各
期
間
に
当
該
各
期
間
の
直
前
の
一
月
、
二

月
、
三
月
、
四
月
及
び
五
月
の
期
間
を
加
え
た
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
に
お

い
て
超
過
勤
務
を
命
ず
る
時
間
の
一
月
当
た
り
の
平
均
時
間
に
つ
い

て
八
十
時
間

ニ

一
年
の
う
ち
一
月
に
お
い
て
四
十
五
時
間
を
超
え
て
超
過
勤
務
を

命
ず
る
月
数
に
つ
い
て
六
月

４

任
命
権
者
が
、
特
例
業
務
（
大
規
模
災
害
へ
の
対
処
、
重
要
な
政
策
に
関

す
る
条
例
の
立
案
そ
の
他
の
重
要
な
業
務
で
あ
っ
て
特
に
緊
急
に
処
理
す

る
こ
と
を
要
す
る
も
の
と
し
て
任
命
権
者
が
認
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同

じ
。）
に
従
事
す
る
職
員
又
は
任
命
権
者
が
定
め
る
期
間
及
び
場
合
に
お
い

て
特
例
業
務
に
従
事
し
て
い
た
職
員
に
対
し
、
前
項
各
号
に
規
定
す
る
時
間

又
は
月
数
を
超
え
て
超
過
勤
務
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、

当
該
超
え
る
こ
と
と
な
る
時
間
又
は
月
数
に
係
る
部
分
に
限
り
、
同
項
の
規

定
は
適
用
し
な
い
。 

５

任
命
権
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
三
項
各
号
に
規
定
す
る
時
間
又

は
月
数
を
超
え
て
職
員
に
超
過
勤
務
を
命
ず
る
場
合
に
は
、
当
該
超
え
た
部

分
の
超
過
勤
務
を
必
要
最
小
限
の
も
の
と
し
、
か
つ
、
当
該
職
員
の
健
康
の

確
保
に
最
大
限
の
配
慮
を
す
る
と
と
も
に
、
当
該
超
過
勤
務
を
命
じ
た
日
が

属
す
る
当
該
時
間
又
は
月
数
の
算
定
に
係
る
一
年
の
末
日
の
翌
日
か
ら
起

算
し
て
六
月
以
内
に
、
当
該
超
過
勤
務
に
係
る
要
因
の
整
理
、
分
析
及
び
検

（
新
設
） 

（
新
設
） 
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証
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
条
の
二
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
七
条
の
二
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で

（
略
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で 

（
略
） 

別
記
第
一
号
様
式
か
ら
別
記
第
六
号
様
式
ま
で

（
現
行
の
と
お
り
）

別
記
第
一
号
様
式
か
ら
別
記
第
六
号
様
式
ま
で

（
略
）
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学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
七
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
）
新
旧
対
照
表
（
抄
）

改

正

案

現

行

第
一
条
か
ら
第
六
条
の
二
ま
で

（
現
行
の
と
お
り
）

第
一
条
か
ら
第
六
条
の
二
ま
で

（
略
）

（
超
過
勤
務
）

第
七
条

（
現
行
の
と
お
り
）

２

（
現
行
の
と
お
り
）

３

教
育
委
員
会
は
、
職
員
に
超
過
勤
務
を
命
ず
る
場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
時
間
及
び
月
数
の
範
囲

内
で
必
要
最
小
限
の
超
過
勤
務
を
命
ず
る
も
の
と
す
る
。

一

第
三
号
に
規
定
す
る
職
場
以
外
の
職
場
に
勤
務
す
る
職
員
（
次
号
に
掲
げ
る

職
員
を
除
く
。
） 

次
の
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
時
間

イ

一
月
に
つ
い
て
四
十
五
時
間

ロ

一
年
に
つ
い
て
三
百
六
十
時
間

二

一
年
に
お
い
て
勤
務
す
る
職
場
が
次
号
に
規
定
す
る
職
場
か
ら
前
号
に
規

定
す
る
職
場
と
な
っ
た
職
員

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
時
間
及
び
月

数イ

一
年
に
つ
い
て
七
百
二
十
時
間

ロ

次
号
に
規
定
す
る
職
場
か
ら
前
号
に
規
定
す
る
職
場
と
な
っ
た
日
か
ら

当
該
日
が
属
す
る
月
の
末
日
ま
で
の
期
間
（
以
下
「
特
定
期
間
」
と
い
う
。
）

が
属
す
る
月
に
お
い
て
次
号
イ
、
ハ
及
び
ニ
に
定
め
る
時
間
及
び
月
数

ハ

特
定
期
間
の
末
日
の
翌
日
か
ら
一
年
の
末
日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
次

の
（１）
及
び
（２）
に
定
め
る
時
間

（１）

一
月
に
つ
い
て
四
十
五
時
間

（
超
過
勤
務
）

第
七
条

（
略
）

２

（
略
）

（
新
設
）
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（２） 

三
十
時
間
に
当
該
期
間
の
月
数
を
乗
じ
て
得
た
時
間 

三 

他
律
的
業
務
（
業
務
量
、
業
務
の
実
施
時
期
そ
の
他
の
業
務
の
遂
行
に
関
す

る
事
項
を
自
ら
決
定
す
る
こ
と
が
困
難
な
業
務
を
い
う
。
）
の
比
重
が
高
い
職

場
と
し
て
教
育
委
員
会
が
定
め
る
職
場
に
勤
務
す
る
職
員 

次
の
イ
か
ら
ニ

ま
で
に
定
め
る
時
間
及
び
月
数 

イ 

一
月
に
つ
い
て
百
時
間
未
満 

ロ 

一
年
に
つ
い
て
七
百
二
十
時
間 

ハ 

一
月
ご
と
に
区
分
し
た
各
期
間
に
当
該
各
期
間
の
直
前
の
一
月
、
二
月
、

三
月
、
四
月
及
び
五
月
の
期
間
を
加
え
た
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
に
お
い
て
超

過
勤
務
を
命
ず
る
時
間
の
一
月
当
た
り
の
平
均
時
間
に
つ
い
て
八
十
時
間 

ニ 

一
年
の
う
ち
一
月
に
お
い
て
四
十
五
時
間
を
超
え
て
超
過
勤
務
を
命
ず

る
月
数
に
つ
い
て
六
月 

４ 

教
育
委
員
会
が
、
特
例
業
務
（
大
規
模
災
害
へ
の
対
処
、
児
童
又
は
生
徒
の
指

導
に
関
す
る
緊
急
の
措
置
そ
の
他
の
重
要
な
業
務
で
あ
っ
て
特
に
緊
急
に
処
理

す
る
こ
と
を
要
す
る
も
の
と
し
て
教
育
委
員
会
が
認
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
に
従
事
す
る
職
員
又
は
教
育
委
員
会
が
定
め
る
期
間
及
び
場
合
に
お
い
て

特
例
業
務
に
従
事
し
て
い
た
職
員
に
対
し
、
前
項
各
号
に
規
定
す
る
時
間
又
は
月

数
を
超
え
て
超
過
勤
務
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
当
該
超
え
る

こ
と
と
な
る
時
間
又
は
月
数
に
係
る
部
分
に
限
り
、
同
項
の
規
定
は
適
用
し
な

い
。 

５ 

教
育
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
三
項
各
号
に
規
定
す
る
時
間
又
は

月
数
を
超
え
て
職
員
に
超
過
勤
務
を
命
ず
る
場
合
に
は
、
当
該
超
え
た
部
分
の
超

過
勤
務
を
必
要
最
小
限
の
も
の
と
し
、
か
つ
、
当
該
職
員
の
健
康
の
確
保
に
最
大

限
の
配
慮
を
す
る
と
と
も
に
、
当
該
超
過
勤
務
を
命
じ
た
日
が
属
す
る
当
該
時
間

            

（
新
設
） 

       
（
新
設
） 
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又
は
月
数
の
算
定
に
係
る
一
年
の
末
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
以
内
に
、
当

該
超
過
勤
務
に
係
る
要
因
の
整
理
、
分
析
及
び
検
証
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

 
第
七
条
の
二
か
ら
第
三
十
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
七
条
の
二
か
ら
第
三
十
条
ま
で 

（
略
） 

（
区
市
町
村
の
職
員
に
関
す
る
読
替
え
） 

第
三
十
一
条 

区
市
町
村
の
職
員
に
つ
い
て
は
、
第
四
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま

で
、
第
六
条
第
四
項
、
第
七
条
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
七
条
の
二
第
三
項
、

第
四
項
及
び
第
七
項
並
び
に
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
三
項
、
第

四
項
及
び
第
七
項
、
第
七
条
の
二
の
二
第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
六
項
並
び
に
同

条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
六
項
、
第
七
条
の

三
第
三
項
、
第
四
項
及
び
第
七
項
並
び
に
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条

第
三
項
、
第
四
項
及
び
第
七
項
、
第
七
条
の
四
第
二
項
、
第
八
条
第
一
項
及
び
第

二
項
、
第
十
一
条
第
三
項
、
第
十
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
十
八
条
第
二
項
、

第
二
十
二
条
第
二
項
及
び
第
六
項
、
第
二
十
四
条
第
二
項
、
第
二
十
五
条
第
二
項

第
二
号
、
第
二
十
八
条
第
五
項
、
第
六
項
及
び
第
八
項
、
第
二
十
八
条
の
二
第
四

項
、
第
五
項
及
び
第
七
項
並
び
に
第
三
十
条
第
二
項
中
「
教
育
委
員
会
」
と
あ
る

の
は
「
区
市
町
村
教
育
委
員
会
」
と
、
第
十
三
条
第
四
項
第
六
号
の
規
定
中
「
職

員
の
職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
東
京
都
条

例
第
十
六
号
）
第
二
条
」
と
あ
る
の
は
「
職
員
の
職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
特
例

に
関
し
当
該
区
市
町
村
が
定
め
た
条
例
」
と
読
み
替
え
て
適
用
す
る
。 

第
三
十
二
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
区
市
町
村
の
職
員
に
関
す
る
読
替
え
） 

第
三
十
一
条 

区
市
町
村
の
職
員
に
つ
い
て
は
、
第
四
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま

で
、
第
六
条
第
四
項
、
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
七
条
の
二
第
三
項
、
第

四
項
及
び
第
七
項
並
び
に
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
三
項
、
第
四

項
及
び
第
七
項
、
第
七
条
の
二
の
二
第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
六
項
並
び
に
同
条

第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
六
項
、
第
七
条
の
三

第
三
項
、
第
四
項
及
び
第
七
項
並
び
に
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第

三
項
、
第
四
項
及
び
第
七
項
、
第
七
条
の
四
第
二
項
、
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二

項
、
第
十
一
条
第
三
項
、
第
十
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
十
八
条
第
二
項
、

第
二
十
二
条
第
二
項
及
び
第
六
項
、
第
二
十
四
条
第
二
項
、
第
二
十
五
条
第
二
項

第
二
号
、
第
二
十
八
条
第
五
項
、
第
六
項
及
び
第
八
項
、
第
二
十
八
条
の
二
第
四

項
、
第
五
項
及
び
第
七
項
並
び
に
第
三
十
条
第
二
項
中
「
教
育
委
員
会
」
と
あ
る

の
は
「
区
市
町
村
教
育
委
員
会
」
と
、
第
十
三
条
第
四
項
第
六
号
の
規
定
中
「
職

員
の
職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
東
京
都
条

例
第
十
六
号
）
第
二
条
」
と
あ
る
の
は
「
職
員
の
職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
特
例

に
関
し
当
該
区
市
町
村
が
定
め
た
条
例
」
と
読
み
替
え
て
適
用
す
る
。 

第
三
十
二
条 

（
略
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
四
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
四
ま
で 

（
略
） 

別
記
第
一
号
様
式
か
ら
別
記
第
六
号
様
式
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
記
第
一
号
様
式
か
ら
別
記
第
六
号
様
式
ま
で 

（
略
） 
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一
般
職
非
常
勤
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
規
則
第
四
号
）
新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改 

正 

案 

現 
 

行 

第
一
条
か
ら
第
七
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条
か
ら
第
七
条
ま
で 

（
略
） 

（
超
過
勤
務
） 

第
八
条 

任
命
権
者
は
、
公
務
の
た
め
臨
時
又
は
緊
急
の
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、

職
員
に
対
し
、
第
二
条
、
第
三
条
第
二
項
及
び
前
条
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
以

外
の
時
間
に
お
い
て
勤
務
を
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
当
該
勤
務
の
実
施
に
つ
い
て
は
、
規
則
第
七
条
第
一
項
及
び
第
三

項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

（
超
過
勤
務
） 

第
八
条 

任
命
権
者
は
、
公
務
の
た
め
臨
時
又
は
緊
急
の
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、

職
員
に
対
し
、
第
二
条
、
第
三
条
第
二
項
及
び
前
条
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
以

外
の
時
間
に
お
い
て
勤
務
を
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
当
該
勤
務
の
実
施
に
つ
い
て
は
、
規
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
を

準
用
す
る
。 

第
九
条
か
ら
第
三
十
二
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
九
条
か
ら
第
三
十
二
条
ま
で 

（
略
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
五
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
五
ま
で 

（
略
） 
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東
京
都
教
育
委
員
会
一
般
職
非
常
勤
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号
）
新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改 

正 

案 

現 
 

行 

第
一
条
か
ら
第
七
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条
か
ら
第
七
条
ま
で 

（
略
） 

（
超
過
勤
務
） 

第
八
条 

教
育
委
員
会
は
、
公
務
の
た
め
臨
時
又
は
緊
急
の
必
要
が
あ
る
場
合

に
は
、
職
員
に
対
し
、
第
二
条
、
第
三
条
第
二
項
及
び
前
条
に
規
定
す
る
勤

務
時
間
以
外
の
時
間
に
お
い
て
勤
務
を
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
勤
務
の
実
施
に
つ
い
て
は
、
規
則
第
七
条

第
一
項
及
び
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

（
超
過
勤
務
） 

第
八
条 

教
育
委
員
会
は
、
公
務
の
た
め
臨
時
又
は
緊
急
の
必
要
が
あ
る
場
合

に
は
、
職
員
に
対
し
、
第
二
条
、
第
三
条
第
二
項
及
び
前
条
に
規
定
す
る
勤

務
時
間
以
外
の
時
間
に
お
い
て
勤
務
を
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
勤
務
の
実
施
に
つ
い
て
は
、
規
則
第
七
条

第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

第
九
条
か
ら
第
三
十
二
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
九
条
か
ら
第
三
十
二
条
ま
で 

（
略
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
五
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
五
ま
で 

（
略
） 
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東
京
都
公
立
学
校
一
般
職
非
常
勤
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号
）
新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改 

正 

案 

現 
 

行 

第
一
条
か
ら
第
七
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条
か
ら
第
七
条
ま
で 

（
略
） 

（
超
過
勤
務
） 

第
八
条 

教
育
委
員
会
は
、
公
務
の
た
め
臨
時
又
は
緊
急
の
必
要
が
あ
る
場
合

に
は
、
職
員
に
対
し
、
第
二
条
、
第
三
条
第
二
項
及
び
前
条
に
規
定
す
る
勤

務
時
間
以
外
の
時
間
に
お
い
て
勤
務
を
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
勤
務
の
実
施
に
つ
い
て
は
、
規
則
第
七
条

第
一
項
及
び
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

（
超
過
勤
務
） 

第
八
条 

教
育
委
員
会
は
、
公
務
の
た
め
臨
時
又
は
緊
急
の
必
要
が
あ
る
場
合

に
は
、
職
員
に
対
し
、
第
二
条
、
第
三
条
第
二
項
及
び
前
条
に
規
定
す
る
勤

務
時
間
以
外
の
時
間
に
お
い
て
勤
務
を
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
勤
務
の
実
施
に
つ
い
て
は
、
規
則
第
七
条

第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

第
九
条
か
ら
第
三
十
二
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
九
条
か
ら
第
三
十
二
条
ま
で 

（
略
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
五
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
五
ま
で 

（
略
） 
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警視庁一般職非常勤職員の勤務時間、休暇等に関する規程 新旧対照表 

改 正 案 現 行 

第１条から第５条まで （現行のとおり） 

（超過勤務）  

第６条 （現行のとおり） 

２ 前項の勤務については、職員の勤務時間、休日、休暇等に関す

る条例施行規則（平成７年東京都規則第５５号。以下「規則」と

いう。）第７条第３項から第５項までの規定を準用する。この場

合において、同条第３項から第５項までの規定中「任命権者」と

あるのは「所属長」と、「職員」とあるのは「会計年度任用職員」

と読み替えるものとする。 

第７条から第２１条まで （現行のとおり） 

（夏季特別休暇）  

第２２条 一般職非常勤職員の夏季特別休暇は、規則第２６条第１

項に規定する夏季の期間において、職員が心身の健康の維持及び

増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当と認めら

れる場合の休暇とし、１日を単位として、１月当たりの勤務日数

に応じて、別表第４に掲げる日数以内で承認する。 

 

第２３条から第２９条まで （現行のとおり） 

別表第１から別表第４まで （現行のとおり） 

第１条から第５条まで （略） 

（超過勤務）  

第６条 （略） 

 

 

 

 

第７条から第２１条まで （略） 

（夏季特別休暇）  

第２２条 一般職非常勤職員の夏季特別休暇は、職員の勤務時間、

休日、休暇等に関する条例施行規則（平成７年東京都規則第５５

号。以下「規則」という。）第２６条第１項に規定する夏季の期

間において、職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充

実のため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とし、１

日を単位として、１月当たりの勤務日数に応じて、別表第４に掲

げる日数以内で承認する。 

第２３条から第２９条まで （略） 

別表第１から別表第４まで （略） 
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東京消防庁訓令第  号 

庁 中 一 般    

消 防 署    

東京消防庁一般職非常勤職員の勤務時間、休暇等に関する規程（平成２７年３月東京消防庁

訓令第１６号）の一部を次のように改正する。 

  平成３１年３月  日 

東京消防庁 

消 防 総 監 村上 研一  

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に

掲げる規定の下線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

 （超過勤務） 

第７条 ［略］ 

２ 前項の規定により勤務を命ずる場合につ

いては、規則第７条第１項及び第３項から

第５項までの規定を準用する。この場合に

おいて、同項中「任命権者」とあるのは「所

属長」と読み替えるものとする。 

 

（超過勤務） 

第７条 ［同左］ 

２ 前項の規定により勤務を命ずる場合につ

いては、規則第７条第１項の規定を準用す

る。この場合において、同項中「任命権者」

とあるのは「所属長」と読み替えるものと

する。 

 

備考 表中の[ ]の記載は注記である。 

     附 則 

   この訓令は、平成３１年４月１日から施行する。 

別添え 
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都
立
学
校
等
に
勤
務
す
る
日
勤
講
師
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
九
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
六
十
号
）
新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改 

正 

案 

現 
 

行 

第
一
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で 

（
略
） 

（
超
過
勤
務
） 

（
超
過
勤
務
） 

第
十
九
条
の
二 
教
育
委
員
会
は
、
公
務
の
た
め
臨
時
又
は
緊
急
の
必
要
が
あ 

 

 

る
場
合
に
は
、
日
勤
講
師
に
対
し
、
一
日
に
つ
き
七
時
間
四
十
五
分
の
勤
務 

 

時
間
以
外
の
時
間
に
お
い
て
勤
務
を
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
勤
務
の
実
施
に
つ
い
て
は
、
勤
務
時
間
規
則
第 

七
条
第
一
項
及
び
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

第
十
九
条
の
二 

教
育
委
員
会
は
、
公
務
の
た
め
臨
時
又
は
緊
急
の
必
要
が
あ

る
場
合
に
は
、
日
勤
講
師
に
対
し
、
一
日
に
つ
き
七
時
間
四
十
五
分
の
勤
務

時
間
以
外
の
時
間
に
お
い
て
勤
務
を
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
勤
務
の
実
施
に
つ
い
て
は
、
勤
務
時
間
規
則
第

七
条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

第
十
九
条
の
三
か
ら
第
二
十
九
条
の
二
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
十
九
条
の
三
か
ら
第
二
十
九
条
の
二
ま
で 

（
略
） 

（
派
遣
） 

（
派
遣
） 

第
三
十
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
三
十
条 

（
略
） 

２ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２ 

（
略
） 

３ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

３ 

（
略
） 

 

一 

（
現
行
の
と
お
り
） 

 

一 

（
略
） 

 

二 

第
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
勤
務
時
間
条
例
第
七
条
各
項
、
第
十
九

条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
勤
務
時
間
規
則
第
七
条
第
一
項
及
び
第
三

項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
十
九
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
勤
務
時
間
条

例
第
十
一
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
勤
務
時
間
規
則
第
七
条

の
二
第
三
項
、
第
四
項
、
第
七
項
及
び
第
九
項
、
第
十
九
条
の
四
に
お
い

て
準
用
す
る
勤
務
時
間
条
例
第
十
一
条
の
二
の
二
第
一
項
並
び
に
勤
務

時
間
規
則
第
七
条
の
二
の
二
第
二
項
、
第
三
項
、
第
六
項
、
第
七
項
及
び

第
九
項
、
第
十
九
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
勤
務
時
間
条
例
第
十
一
条

の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
勤
務
時
間
規
則
第
七
条
の
三
第
三
項
、

 

二 

第
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
勤
務
時
間
条
例
第
七
条
各
項
、
第
十
九

条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
勤
務
時
間
規
則
第
七
条
第
一
項
、
第
十
九
条

の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
勤
務
時
間
条
例
第
十
一
条
の
二
第
一
項
及
び

第
二
項
並
び
に
勤
務
時
間
規
則
第
七
条
の
二
第
三
項
、
第
四
項
、
第
七
項

及
び
第
九
項
、
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
勤
務
時
間
条
例
第
十

一
条
の
二
の
二
第
一
項
並
び
に
勤
務
時
間
規
則
第
七
条
の
二
の
二
第
二

項
、
第
三
項
、
第
六
項
、
第
七
項
及
び
第
九
項
、
第
十
九
条
の
五
に
お
い

て
準
用
す
る
勤
務
時
間
条
例
第
十
一
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び

に
勤
務
時
間
規
則
第
七
条
の
三
第
三
項
、
第
四
項
及
び
第
七
項
か
ら
第
九
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第
四
項
及
び
第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で
、
第
二
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す

る
勤
務
時
間
規
則
第
十
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
十
八
条
第
二
項
、

第
二
十
二
条
第
二
項
及
び
第
六
項
、
第
二
十
四
条
第
二
項
並
び
に
第
二
十

五
条
第
二
項
第
二
号
、
第
二
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
勤
務
時

間
規
則
第
二
十
八
条
第
五
項
、
第
六
項
及
び
第
八
項
、
第
二
十
二
条
の
二

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
勤
務
時
間
規
則
第
二
十
八
条
の
二
第
四
項
、

第
五
項
及
び
第
七
項
並
び
に
第
二
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
勤
務
時

間
規
則
第
三
十
条
第
二
項
及
び
第
三
項 

項
ま
で
、
第
二
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
勤
務
時
間
規
則
第
十
七
条
第

二
項
及
び
第
三
項
、
第
十
八
条
第
二
項
、
第
二
十
二
条
第
二
項
及
び
第
六

項
、
第
二
十
四
条
第
二
項
並
び
に
第
二
十
五
条
第
二
項
第
二
号
、
第
二
十

二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
勤
務
時
間
規
則
第
二
十
八
条
第
五
項
、

第
六
項
及
び
第
八
項
、
第
二
十
二
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
勤

務
時
間
規
則
第
二
十
八
条
の
二
第
四
項
、
第
五
項
及
び
第
七
項
並
び
に
第

二
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
勤
務
時
間
規
則
第
三
十
条
第
二
項
及
び

第
三
項 

４
及
び
５ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

４
及
び
５ 

（
略
） 

第
三
十
一
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
三
十
一
条 

（
略
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で 

（
略
） 

別
記
第
一
号
様
式
及
び
別
記
第
二
号
様
式 
（
現
行
の
と
お
り
） 

別
記
第
一
号
様
式
及
び
別
記
第
二
号
様
式 

（
略
） 

 

　38　



 

一
般
職
非
常
勤
職
員
の
任
用
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
規
則
第
七
号
）
新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改 

正 

案 

現 
 

行 

第
一
条 
（
現
行
の
と
お
り
） 

（
定
義
） 

第
二
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

一 

（
現
行
の
と
お
り
） 

二 

局
長 

東
京
都
組
織
規
程
（
昭
和
二
十
七
年
東
京
都
規
則
第
百
六
十
四

号
）
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
局
長
並
び
に
都
民
安
全
推
進
本
部
長
、
戦

略
政
策
情
報
推
進
本
部
長
、
住
宅
政
策
本
部
長
、
病
院
経
営
本
部
長
、
中
央

卸
売
市
場
長
、
収
用
委
員
会
事
務
局
長
及
び
労
働
委
員
会
事
務
局
長
を
い

う
。 

第
三
条
か
ら
第
六
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条 

（
略
） 

（
定
義
） 

第
二
条 

（
略
） 

一 

（
略
） 

二 

局
長 

東
京
都
組
織
規
程
（
昭
和
二
十
七
年
東
京
都
規
則
第
百
六
十
四

号
）
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
局
長
並
び
に
青
少
年
・
治
安
対
策
本
部
長
、

病
院
経
営
本
部
長
、
中
央
卸
売
市
場
長
、
収
用
委
員
会
事
務
局
長
及
び
労
働

委
員
会
事
務
局
長
を
い
う
。 

 第
三
条
か
ら
第
六
条
ま
で 

（
略
） 

別
表 

（
略
） 
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給
料
の
特
別
調
整
額
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
二
年
東
京
都
訓
令
甲
第
十
号
）
新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改

正

案

現

行

第
一
条
か
ら
第
四
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

組
織
の
区
分

職

特
別
調
整
額
の
区
分 

本
庁

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
現
行
の
と
お
り
） 

課
長
（
総
務
課
長
並
び
に
総
務
局
人
事
部

人
事
課
長
、
総
務
局
人
事
部
調
査
課
長
、

総
務
局
行
政
部
区
政
課
長
、
総
務
局
行
政

部
市
町
村
課
長
及
び
財
務
局
主
計
部
財
政

課
長
を
除
く
。
） 

担
当
課
長
（
職
層
名
専
門
副
参
事
の
職

（
総
務
局
総
務
部
政
策
法
務
担
当
課
長
、

訟
務
担
当
課
長
、
審
理
担
当
課
長
及
び
法

務
担
当
課
長
並
び
に
福
祉
保
健
局
医
療
政

策
部
看
護
人
材
担
当
課
長
及
び
保
健
政
策

部
地
域
保
健
推
進
担
当
課
長
を
除
く
。
）

に
限
る
。
） 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条
か
ら
第
四
条
ま
で 

（
略
）

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

組
織
の
区
分

職

特
別
調
整
額
の
区
分 

本
庁

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

課
長
（
総
務
課
長
並
び
に
総
務
局
人
事
部

人
事
課
長
、
総
務
局
人
事
部
調
査
課
長
、

総
務
局
行
政
部
区
政
課
長
、
総
務
局
行
政

部
市
町
村
課
長
及
び
財
務
局
主
計
部
財
政

課
長
を
除
く
。） 

都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
多
摩
ニ
ュ
ー

タ
ウ
ン
事
業
室
長

担
当
課
長
（
職
層
名
専
門
副
参
事
の
職

（
総
務
局
総
務
部
政
策
法
務
担
当
課
長
、

訟
務
担
当
課
長
、
審
理
担
当
課
長
及
び
法

務
担
当
課
長
並
び
に
福
祉
保
健
局
医
療
政

策
部
看
護
人
材
担
当
課
長
及
び
保
健
政
策

部
地
域
保
健
推
進
担
当
課
長
を
除
く
。
）

に
限
る
。） 

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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（
現
行
の
と
お
り
） 

（
現
行
の
と
お
り
） 

本
庁
行
政
機

関
及
び
地
方

行
政
機
関 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
現
行
の
と
お
り
） 

担
当
部
長
（
都
民
安
全
推
進
本
部
、
戦
略

政
策
情
報
推
進
本
部
、
住
宅
政
策
本
部

（
住
宅
企
画
部
及
び
都
営
住
宅
経
営
部
に

限
る
。
）、
病
院
経
営
本
部
（
経
営
企
画
部

及
び
サ
ー
ビ
ス
推
進
部
に
限
る
。
）
及
び

中
央
卸
売
市
場
（
管
理
部
及
び
事
業
部
に

限
る
。
）
の
担
当
部
長
を
除
き
、
職
層
名

専
門
参
事
の
職
に
限
る
。
） 

参
事
研
究
員 

部
長
監
察
医 

保
健
所
の
所
長 

心
身
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
次
長

北
療
育
医
療
セ
ン
タ
ー
及
び
府
中
療
育
セ

ン
タ
ー
の
部
長 

総
合
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
副
所
長

多
摩
療
育
園
長
（
職
層
名
専
門
参
事
の
職

に
限
る
。
） 

健
康
安
全
研
究
セ
ン
タ
ー
の
部
長
（
企
画

調
整
部
長
及
び
広
域
監
視
部
長
を
除

く
。
）
及
び
精
度
管
理
室
長

都
立
病
院
の
部
長
（
看
護
部
長
を
除

く
。
） 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
現
行
の
と
お
り
） 

都
民
安
全
推
進
本
部
、
戦
略
政
策
情
報
推

進
本
部
、
住
宅
政
策
本
部
、
病
院
経
営
本

部
及
び
中
央
卸
売
市
場
の
総
務
課
長

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
略
）

（
略
）

本
庁
行
政
機

関
及
び
地
方

行
政
機
関 

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

担
当
部
長
（
青
少
年
・
治
安
対
策
本
部
、

病
院
経
営
本
部
（
経
営
企
画
部
及
び
サ
ー

ビ
ス
推
進
部
に
限
る
。
）
及
び
中
央
卸
売

市
場
（
管
理
部
及
び
事
業
部
に
限
る
。
）

の
担
当
部
長
を
除
き
、
職
層
名
専
門
参
事

の
職
に
限
る
。） 

参
事
研
究
員 

部
長
監
察
医 

保
健
所
の
所
長 

心
身
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
次
長

北
療
育
医
療
セ
ン
タ
ー
及
び
府
中
療
育
セ

ン
タ
ー
の
部
長 

総
合
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
副
所
長

多
摩
療
育
園
長
（
職
層
名
専
門
参
事
の
職

に
限
る
。） 

健
康
安
全
研
究
セ
ン
タ
ー
の
部
長
（
企
画

調
整
部
長
及
び
広
域
監
視
部
長
を
除

く
。）
及
び
精
度
管
理
室
長

都
立
病
院
の
部
長
（
看
護
部
長
を
除

く
。） 

（
略
）

（
略
）

（
略
）

青
少
年
・
治
安
対
策
本
部
、
病
院
経
営
本

部
及
び
中
央
卸
売
市
場
の
総
務
課
長

（
略
）
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都
民
安
全
推
進
本
部
の
課
長
（
総
務
課
長

を
除
く
。
） 

戦
略
政
策
情
報
推
進
本
部
の
課
長
（
総
務

課
長
を
除
く
。
） 

住
宅
政
策
本
部
（
住
宅
企
画
部
及
び
都
営

住
宅
経
営
部
に
限
る
。
）
の
課
長
（
総
務

課
長
を
除
く
。
） 

病
院
経
営
本
部
（
経
営
企
画
部
及
び
サ
ー

ビ
ス
推
進
部
に
限
る
。
）
の
課
長
（
総
務

課
長
を
除
く
。
）
及
び
担
当
課
長
（
職
層

名
専
門
副
参
事
の
職
に
限
る
。） 

中
央
卸
売
市
場
（
管
理
部
及
び
事
業
部
に

限
る
。）
の
課
長
（
総
務
課
長
を
除
く
。
） 

医
長
、
監
察
医
長
、
地
域
援
助
医
長
及
び

医
療
審
査
医
長 

保
健
所
の
保
健
対
策
課
長
、
歯
科
保
健
担

当
課
長
及
び
出
張
所
副
所
長 

児
童
相
談
セ
ン
タ
ー
の
治
療
指
導
課
長 

北
療
育
医
療
セ
ン
タ
ー
城
南
分
園
及
び
城

北
分
園
の
園
長 

多
摩
療
育
園
の
園
長
（
職
層
名
専
門
副
参

事
の
職
に
限
る
。）
及
び
科
長 

総
合
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
科
長
及

び
課
長

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
所
長

健
康
安
全
研
究
セ
ン
タ
ー
の
科
長
、
健
康

危
機
管
理
情
報
課
長
、
疫
学
情
報
担
当
課

長
及
び
精
度
管
理
室
副
室
長

（
現
行
の
と
お
り
） 

都
民
安
全
推
進
本
部
の
担
当
課
長

戦
略
政
策
情
報
推
進
本
部
の
担
当
課
長 

住
宅
政
策
本
部
（
住
宅
企
画
部
及
び
都
営

住
宅
経
営
部
に
限
る
。）
の
担
当
課
長

病
院
経
営
本
部
（
経
営
企
画
部
及
び
サ
ー

ビ
ス
推
進
部
に
限
る
。）
の
担
当
課
長

（
現
行
の
と
お
り
） 

青
少
年
・
治
安
対
策
本
部
の
課
長
（
総
務

課
長
を
除
く
。） 

病
院
経
営
本
部
（
経
営
企
画
部
及
び
サ
ー

ビ
ス
推
進
部
に
限
る
。
）
の
課
長
（
総
務

課
長
を
除
く
。
）
及
び
担
当
課
長
（
職
層

名
専
門
副
参
事
の
職
に
限
る
。） 

中
央
卸
売
市
場
（
管
理
部
及
び
事
業
部
に

限
る
。）
の
課
長
（
総
務
課
長
を
除
く
。） 

医
長
、
監
察
医
長
、
地
域
援
助
医
長
及
び

医
療
審
査
医
長 

保
健
所
の
保
健
対
策
課
長
、
歯
科
保
健
担

当
課
長
及
び
出
張
所
副
所
長 

児
童
相
談
セ
ン
タ
ー
の
治
療
指
導
課
長 

北
療
育
医
療
セ
ン
タ
ー
城
南
分
園
及
び
城

北
分
園
の
園
長 

多
摩
療
育
園
の
園
長
（
職
層
名
専
門
副
参

事
の
職
に
限
る
。）
及
び
科
長 

総
合
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
科
長
及

び
課
長

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
所
長

健
康
安
全
研
究
セ
ン
タ
ー
の
科
長
、
健
康

危
機
管
理
情
報
課
長
、
疫
学
情
報
担
当
課

長
及
び
精
度
管
理
室
副
室
長

（
略
）

青
少
年
・
治
安
対
策
本
部
の
担
当
課
長 

病
院
経
営
本
部
（
経
営
企
画
部
及
び
サ
ー

ビ
ス
推
進
部
に
限
る
。
）
の
担
当
課
長

（
職
層
名
専
門
副
参
事
の
職
を
除
く
。
） 

中
央
卸
売
市
場
（
管
理
部
及
び
事
業
部
に

限
る
。）
の
担
当
課
長 

（
略
）
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（
職
層
名
専
門
副
参
事
の
職
を
除
く
。
） 

中
央
卸
売
市
場
（
管
理
部
及
び
事
業
部
に

限
る
。）
の
担
当
課
長 

健
康
安
全
研
究
セ
ン
タ
ー
の
副
参
事
研
究

員課
長
（
都
民
安
全
推
進
本
部
、
戦
略
政
策

情
報
推
進
本
部
、
住
宅
政
策
本
部
（
住
宅

企
画
部
及
び
都
営
住
宅
経
営
部
に
限

る
。
）
、
病
院
経
営
本
部
（
経
営
企
画
部
及

び
サ
ー
ビ
ス
推
進
部
に
限
る
。
）
及
び
中

央
卸
売
市
場
（
管
理
部
及
び
事
業
部
に
限

る
。
）
の
課
長
、
保
健
所
の
保
健
対
策
課

長
、
児
童
相
談
セ
ン
タ
ー
の
治
療
指
導
課

長
、
総
合
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
課

長
及
び
健
康
安
全
研
究
セ
ン
タ
ー
の
健
康

危
機
管
理
情
報
課
長
を
除
く
。） 

担
当
課
長
（
都
民
安
全
推
進
本
部
、
戦
略

政
策
情
報
推
進
本
部
、
住
宅
政
策
本
部

（
住
宅
企
画
部
及
び
都
営
住
宅
経
営
部
に

限
る
。
）、
病
院
経
営
本
部
及
び
中
央
卸
売

市
場
（
管
理
部
及
び
事
業
部
に
限
る
。
）

の
担
当
課
長
（
病
院
経
営
本
部
に
つ
い
て

は
、
経
営
企
画
部
若
し
く
は
サ
ー
ビ
ス
推

進
部
に
所
属
す
る
者
又
は
職
層
名
専
門
副

参
事
の
職
に
限
る
。
）、
保
健
所
の
歯
科
保

健
担
当
課
長
及
び
健
康
安
全
研
究
セ
ン

タ
ー
の
疫
学
情
報
担
当
課
長
を
除
く
。
） 

副
参
事
研
究
員
（
健
康
安
全
研
究
セ
ン

タ
ー
の
副
参
事
研
究
員
を
除
く
。
） 

技
師
長
及
び
看
護
担
当
科
長 

分
課
で
あ
る
事
業
所
の
長
（
職
層
名
副
参

事
の
職
に
限
る
。） 

当
該
事
業
所
の
長
が
課
長
相
当
職
と
さ
れ

て
い
る
事
業
所
の
長
（
職
層
名
副
参
事
の

（
現
行
の
と
お
り
） 

健
康
安
全
研
究
セ
ン
タ
ー
の
副
参
事
研
究

員課
長
（
青
少
年
・
治
安
対
策
本
部
、
病
院

経
営
本
部
（
経
営
企
画
部
及
び
サ
ー
ビ
ス

推
進
部
に
限
る
。
）
及
び
中
央
卸
売
市
場

（
管
理
部
及
び
事
業
部
に
限
る
。
）
の
課

長
、
保
健
所
の
保
健
対
策
課
長
、
児
童
相

談
セ
ン
タ
ー
の
治
療
指
導
課
長
、
総
合
精

神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
課
長
及
び
健
康

安
全
研
究
セ
ン
タ
ー
の
健
康
危
機
管
理
情

報
課
長
を
除
く
。） 

担
当
課
長
（
青
少
年
・
治
安
対
策
本
部
、

病
院
経
営
本
部
及
び
中
央
卸
売
市
場
（
管

理
部
及
び
事
業
部
に
限
る
。
）
の
担
当
課

長
（
病
院
経
営
本
部
に
つ
い
て
は
、
経
営

企
画
部
若
し
く
は
サ
ー
ビ
ス
推
進
部
に
所

属
す
る
者
又
は
職
層
名
専
門
副
参
事
の
職

に
限
る
。）
、
保
健
所
の
歯
科
保
健
担
当
課

長
及
び
健
康
安
全
研
究
セ
ン
タ
ー
の
疫
学

情
報
担
当
課
長
を
除
く
。
） 

副
参
事
研
究
員
（
健
康
安
全
研
究
セ
ン

タ
ー
の
副
参
事
研
究
員
を
除
く
。
） 

技
師
長
及
び
看
護
担
当
科
長 

分
課
で
あ
る
事
業
所
の
長
（
職
層
名
副
参

事
の
職
に
限
る
。） 

当
該
事
業
所
の
長
が
課
長
相
当
職
と
さ
れ

て
い
る
事
業
所
の
長
（
職
層
名
副
参
事
の

職
に
限
る
。） 

副
所
長
（
総
合
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

の
副
所
長
及
び
職
層
名
参
事
の
職
を
除

く
。） 

（
略
）
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職
に
限
る
。） 

副
所
長
（
総
合
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

の
副
所
長
及
び
職
層
名
参
事
の
職
を
除

く
。
） 

副
園
長
（
職
層
名
参
事
の
職
を
除
く
。
） 

副
場
長
（
職
層
名
参
事
の
職
を
除
く
。
） 

監
察
医
務
院
、
北
療
育
医
療
セ
ン
タ
ー
及

び
府
中
療
育
セ
ン
タ
ー
の
科
長 

監
察
医
務
院
、
多
摩
療
育
園
及
び
総
合
精

神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
事
務
長

看
護
専
門
学
校
の
副
校
長 

北
療
育
医
療
セ
ン
タ
ー
城
南
分
園
及
び
城

北
分
園
の
次
長 

北
療
育
医
療
セ
ン
タ
ー
及
び
府
中
療
育
セ

ン
タ
ー
の
事
務
次
長 

神
経
病
院
の
事
務
局
次
長 

都
立
病
院
の
科
長 

皮
革
技
術
セ
ン
タ
ー
の
所
長
（
職
層
名
専

門
参
事
の
職
を
除
く
。） 

島
し
よ
農
林
水
産
総
合
セ
ン
タ
ー
の
室
長

及
び
事
業
所
長
（
三
宅
事
業
所
長
を
除

く
。
） 

中
央
・
城
北
職
業
能
力
開
発
セ
ン
タ
ー
の

再
就
職
促
進
訓
練
室
長 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
現
行
の
と
お
り
） 

東
京
都
収
用

委
員
会
事
務

局
か
ら
地
方

公
務
員
災
害

補
償
基
金
東

京
都
支
部
ま

で

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
二
及
び
別
表
第
三 

（
現
行
の
と
お
り
） 

副
園
長
（
職
層
名
参
事
の
職
を
除
く
。
） 

副
場
長
（
職
層
名
参
事
の
職
を
除
く
。
） 

監
察
医
務
院
、
北
療
育
医
療
セ
ン
タ
ー
及

び
府
中
療
育
セ
ン
タ
ー
の
科
長 

監
察
医
務
院
、
多
摩
療
育
園
及
び
総
合
精

神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
事
務
長

看
護
専
門
学
校
の
副
校
長 

北
療
育
医
療
セ
ン
タ
ー
城
南
分
園
及
び
城

北
分
園
の
次
長 

北
療
育
医
療
セ
ン
タ
ー
及
び
府
中
療
育
セ

ン
タ
ー
の
事
務
次
長 

神
経
病
院
の
事
務
局
次
長 

都
立
病
院
の
科
長 

皮
革
技
術
セ
ン
タ
ー
の
所
長
（
職
層
名
専

門
参
事
の
職
を
除
く
。） 

島
し
よ
農
林
水
産
総
合
セ
ン
タ
ー
の
室
長

及
び
事
業
所
長
（
三
宅
事
業
所
長
を
除

く
。） 

中
央
・
城
北
職
業
能
力
開
発
セ
ン
タ
ー
の

再
就
職
促
進
訓
練
室
長 

（
略
）

（
略
）

東
京
都
収
用

委
員
会
事
務

局
か
ら
地
方

公
務
員
災
害

補
償
基
金
東

京
都
支
部
ま

で

（
略
）

（
略
）

別
表
第
二
及
び
別
表
第
三 

（
略
）
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東京消防庁訓令第 号 

庁 中 一 般    

消 防 署    

 東京消防庁職員の給料の特別調整額に関する規程（昭和３２年４月東京消防庁訓令甲第３号）の一部を次のように改正する。 

平成３１年３月 日 

東京消防庁        

消 防 総 監 村上 研一  

次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

第１条から第４条まで［略］ 

別表第１（第２条関係） 

組織の区分 職 特別調整額の区分 

各部及び対策本部 ［略］ ［略］ 

消防学校から互助組合

まで 

［略］ ［略］ 

別表第２から別表第５まで［略］ 

第１条から第４条まで［同左］ 

別表第１（第２条関係） 

組織の区分 職 特別調整額の区分 

各部 ［同左］ ［同左］ 

消防学校から互助組合

まで 

［同左］ ［同左］ 

別表第２から別表第５まで［同左］ 

備考 表中の［ ］の記載は注記である。 

附 則 

この訓令は、平成３１年４月１日から施行する。 
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地
域
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
東
京
都
規
則
第
十
九
号
） 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改 
 

 

正 
 

 

案 

現 
 

 
 

 
 

行 

第
一
条
か
ら
第

四
条
ま

で 

（
現
行
の

と
お
り

） 

第
一
条
か
ら
第

四
条
ま

で 

（
略
） 

附 
則 

１ 

（
現
行
の

と
お
り

） 

２ 

東

日
本
大

震
災

に

係
る
被

災
地
支

援
の

業

務
に
従

事
す
る

た
め

、

東
京

都
の
区

域
外
の

地
域

に

異
動
し

勤
務
す

る
職

員

（
第
二

条
の
二

の
規

定

の

適
用
を

受
け
る

職
員

を

除
く
。

）
に
あ

っ
て

は

、
当
分

の
間
、

第
二

条

及

び
第
二

条
の
三

の
規

定

に
か
か

わ
ら
ず

、
合

計

額
に
、

百
分
の

二
十

を

乗

じ
て
得
た
額
の

地
域
手

当
を
支
給
す
る

。 

 

３
及
び
４ 

（

現
行
の

と
お
り
） 

附 

則 

１ 

（
略
） 

２ 

東

日
本
大

震
災

に

係
る
被

災
地
支

援
の

業

務
に
従

事
す
る

た
め

、

東
京

都
の
区

域
外
の

地
域

に

異
動
し

勤
務
す

る
職

員

（
第
二

条
の
二

の
規

定

の

適
用
を

受
け
る

職
員

を

除
く
。

）
に
あ

っ
て

は

、
平
成

三
十
一

年
三

月

三

十

一

日

ま

で

に

限

り

、

第

二

条

及

び

第

二

条

の

三

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず
、
合

計
額
に

、
百

分

の
二
十

を
乗
じ

て
得

た

額
の
地

域
手
当

を
支

給

す

る
。 

３
及
び
４ 

（

略
） 

別
表 

（
現
行

の
と
お

り
） 

別
表 

（
略
） 
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職
員
の
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
東
京
都
規
則
第
二
十
八
号
） 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改 
 

 

正 
 

 

案 

現 
 

 
 

 
 

行 

第
一
条
か
ら
第
三
条
の
三
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条
か
ら
第
三
条
の
三
ま
で 

（
略
） 

（
成
績
率
） 

第
三
条
の
四 
（
現
行
の
と
お
り
） 

一 

指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
（
以
下
「
局
長
級
職
員
」
と
い
う
。
）
の

う
ち
法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の

六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
再
任
用
職

員
」
と
い
う
。
）
以
外
の
者 
職
員
の
勤
務
成
績
に
よ
り
、
一
万
分
の
九
千
二
十
以
上

一
万
分
の
一
万
二
千
二
百
九
十
九
以
下
の
範
囲
内
で
知
事
が
人
事
委
員
会
の
承
認
を

得
て
定
め
る
割
合 

二 

（
現
行
の
と
お
り
） 

 

三 

期
末
手
当
規
則
第
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
行
㈠
四
級
等
職
員
（
以
下 

 
 

「
行
㈠
四
級
等
職
員
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
再
任
用
職
員
以
外
の
者 

職
員
の
勤
務

成
績
に
よ
り
、
一
万
分
の
〇
以
上
一
万
分
の
一
万
九
千
五
百
以
下
の
範
囲
内
で
そ
れ

ぞ
れ
任
命
権
者
が
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
割
合 

四 

別
表
第
一
上
欄
に
掲
げ
る
給
料
表
に
応
じ
て
同
表
下
欄
に
定
め
る
職
員
の
う
ち
再

任
用
職
員
以
外
の
者 

職
員
の
勤
務
成
績
に
よ
り
、
一
万
分
の
八
千
九
百
以
上
一
万

分
の
一
万
五
千
五
百
以
下
の
範
囲
内
で
そ
れ
ぞ
れ
任
命
権
者
が
人
事
委
員
会
の
承
認

を
得
て
定
め
る
割
合 

五 

前
四
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員
の
う
ち
再
任
用
職
員
以
外
の
者 
職
員
の
勤

務
成
績
に
よ
り
、
一
万
分
の
九
千
以
上
一
万
分
の
一
万
五
千
以
下
の
範
囲
内
で
そ
れ

ぞ
れ
任
命
権
者
が
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
割
合 

六 

（
現
行
の
と
お
り
） 

七 

行
㈠
五
級
等
職
員
及
び
行
㈠
四
級
等
職
員
の
う
ち
再
任
用
職
員
で
あ
る
者 

職
員

の
勤
務
成
績
に
よ
り
、
一
万
分
の
五
千
百
十
七
・
五
以
上
一
万
分
の
八
千
五
百
以
下

の
範
囲
内
で
そ
れ
ぞ
れ
任
命
権
者
が
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
割
合 

八 

別
表
第
一
上
欄
に
掲
げ
る
給
料
表
に
応
じ
て
同
表
下
欄
に
定
め
る
職
員
の
う
ち
再

任
用
職
員
で
あ
る
者 

職
員
の
勤
務
成
績
に
よ
り
、
一
万
分
の
四
千
二
百
二
十
七
・

五
以
上
一
万
分
の
六
千
以
下
の
範
囲
内
で
そ
れ
ぞ
れ
任
命
権
者
が
人
事
委
員
会
の
承

認
を
得
て
定
め
る
割
合 

（
成
績
率
） 

第
三
条
の
四 

（
略
） 

一 

指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
（
以
下
「
局
長
級
職
員
」
と
い
う
。
）
の

う
ち
法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の

六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
再
任
用
職

員
」
と
い
う
。
）
以
外
の
者 

職
員
の
勤
務
成
績
に
よ
り
、
一
万
分
の
九
千
二
百
四
十

以
上
一
万
分
の
一
万
二
千
五
百
九
十
九
以
下
の
範
囲
内
で
知
事
が
人
事
委
員
会
の
承

認
を
得
て
定
め
る
割
合 

二 

（
略
） 

 

三 

期
末
手
当
規
則
第
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
行
㈠
四
級
等
職
員
（
以
下 

 
 

「
行
㈠
四
級
等
職
員
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
再
任
用
職
員
以
外
の
者 

職
員
の
勤
務

成
績
に
よ
り
、
一
万
分
の
〇
以
上
一
万
分
の
二
万
以
下
の
範
囲
内
で
そ
れ
ぞ
れ
任
命

権
者
が
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
割
合 

四 

別
表
第
一
上
欄
に
掲
げ
る
給
料
表
に
応
じ
て
同
表
下
欄
に
定
め
る
職
員
の
う
ち
再

任
用
職
員
以
外
の
者 

職
員
の
勤
務
成
績
に
よ
り
、
一
万
分
の
九
千
三
百
四
十
五
以

上
一
万
分
の
一
万
六
千
五
百
以
下
の
範
囲
内
で
そ
れ
ぞ
れ
任
命
権
者
が
人
事
委
員
会

の
承
認
を
得
て
定
め
る
割
合 

五 

前
四
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員
の
う
ち
再
任
用
職
員
以
外
の
者 

職
員
の
勤

務
成
績
に
よ
り
、
一
万
分
の
九
千
四
百
五
十
以
上
一
万
分
の
一
万
六
千
以
下
の
範
囲

内
で
そ
れ
ぞ
れ
任
命
権
者
が
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
割
合 

六 

（
略
） 

七 

行
㈠
五
級
等
職
員
及
び
行
㈠
四
級
等
職
員
の
う
ち
再
任
用
職
員
で
あ
る
者 

職
員

の
勤
務
成
績
に
よ
り
、
一
万
分
の
五
千
三
百
四
十
以
上
一
万
分
の
八
千
五
百
以
下
の

範
囲
内
で
そ
れ
ぞ
れ
任
命
権
者
が
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
割
合 

八 

別
表
第
一
上
欄
に
掲
げ
る
給
料
表
に
応
じ
て
同
表
下
欄
に
定
め
る
職
員
の
う
ち
再

任
用
職
員
で
あ
る
者 

職
員
の
勤
務
成
績
に
よ
り
、
一
万
分
の
四
千
四
百
五
十
以
上

一
万
分
の
六
千
以
下
の
範
囲
内
で
そ
れ
ぞ
れ
任
命
権
者
が
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得

て
定
め
る
割
合 
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九 

前
各
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員 

職
員
の
勤
務
成
績
に
よ
り
、
一
万
分
の
四

千
二
百
七
十
五
以
上
一
万
分
の
五
千
五
百
以
下
の
範
囲
内
で
そ
れ
ぞ
れ
任
命
権
者
が

人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
割
合 

２
か
ら
６
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

九 

前
各
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員 

職
員
の
勤
務
成
績
に
よ
り
、
一
万
分
の
四

千
五
百
以
上
一
万
分
の
六
千
以
下
の
範
囲
内
で
そ
れ
ぞ
れ
任
命
権
者
が
人
事
委
員
会

の
承
認
を
得
て
定
め
る
割
合 

２
か
ら
６
ま
で 

（
略
） 

第
四
条
か
ら
第
九
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
四
条
か
ら
第
九
条
ま
で 

（
略
） 

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二 

（
略
） 

 

　48　



学
校
職
員
の
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
十
六
号
）
新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改
正
案 

現
行 

第
一
条
か
ら
第
三
条
の
三
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
成
績
率
） 

第
一
条
か
ら
第
三
条
の
三
ま
で 

（
略
） 

（
成
績
率
） 

第
三
条
の
四 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
三
条
の
四 

（
略
） 

一 

条
例
第
二
十
四
条
第
二
項
の
表
に
規
定
す
る
教
育
五
級
等
職
員
（
以
下

「
教
育
五
級
等
職
員
」
と
い
う
。）
の
う
ち
法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、

第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
再
任
用
職
員
」
と
い
う
。）

以
外
の
者 

職
員
の
勤
務
成
績
に
よ
り
、
一
万
分
の
〇
以
上
一
万
分
の
一
万

九
千
五
百
以
下
の
範
囲
内
で
教
育
委
員
会
が
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て

定
め
る
割
合 

一 

条
例
第
二
十
四
条
第
二
項
の
表
に
規
定
す
る
教
育
五
級
等
職
員
（
以
下

「
教
育
五
級
等
職
員
」
と
い
う
。）
の
う
ち
法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、

第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
再
任
用
職
員
」
と
い
う
。）

以
外
の
者 

職
員
の
勤
務
成
績
に
よ
り
、
一
万
分
の
〇
以
上
一
万
分
の
二

万
以
下
の
範
囲
内
で
教
育
委
員
会
が
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る

割
合 

二 

別
表
第
一
上
欄
に
掲
げ
る
給
料
表
に
応
じ
て
同
表
下
欄
に
定
め
る
職
員

の
う
ち
再
任
用
職
員
以
外
の
者 

職
員
の
勤
務
成
績
に
よ
り
、
一
万
分
の
八

千
九
百
以
上
一
万
分
の
一
万
五
千
五
百
以
下
の
範
囲
内
で
教
育
委
員
会
が

人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
割
合 

二 

別
表
第
一
上
欄
に
掲
げ
る
給
料
表
に
応
じ
て
同
表
下
欄
に
定
め
る
職
員

の
う
ち
再
任
用
職
員
以
外
の
者 

職
員
の
勤
務
成
績
に
よ
り
、
一
万
分
の

九
千
三
百
四
十
五
以
上
一
万
分
の
一
万
六
千
五
百
以
下
の
範
囲
内
で
教
育

委
員
会
が
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
割
合 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員
の
う
ち
再
任
用
職
員
以
外
の
者 

職
員
の
勤
務
成
績
に
よ
り
、
一
万
分
の
九
千
以
上
一
万
分
の
一
万
五
千
以
下

の
範
囲
内
で
教
育
委
員
会
が
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
割
合 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員
の
う
ち
再
任
用
職
員
以
外
の
者 

職
員
の
勤
務
成
績
に
よ
り
、
一
万
分
の
九
千
四
百
五
十
以
上
一
万
分
の
一

万
六
千
以
下
の
範
囲
内
で
教
育
委
員
会
が
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
定

め
る
割
合 

四 

教
育
五
級
等
職
員
の
う
ち
再
任
用
職
員
で
あ
る
者 

職
員
の
勤
務
成
績

に
よ
り
、
一
万
分
の
五
千
百
十
七
・
五
以
上
一
万
分
の
八
千
五
百
以
下
の
範

四 

教
育
五
級
等
職
員
の
う
ち
再
任
用
職
員
で
あ
る
者 

職
員
の
勤
務
成
績

に
よ
り
、
一
万
分
の
五
千
三
百
四
十
以
上
一
万
分
の
八
千
五
百
以
下
の
範
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囲
内
で
教
育
委
員
会
が
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
割
合 

囲
内
で
教
育
委
員
会
が
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
割
合 

五 

別
表
第
一
上
欄
に
掲
げ
る
給
料
表
に
応
じ
て
同
表
下
欄
に
定
め
る
職
員

の
う
ち
再
任
用
職
員
で
あ
る
者 

職
員
の
勤
務
成
績
に
よ
り
、
一
万
分
の
四

千
二
百
二
十
七
・
五
以
上
一
万
分
の
六
千
以
下
の
範
囲
内
で
教
育
委
員
会
が

人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
割
合 

五 

別
表
第
一
上
欄
に
掲
げ
る
給
料
表
に
応
じ
て
同
表
下
欄
に
定
め
る
職
員

の
う
ち
再
任
用
職
員
で
あ
る
者 

職
員
の
勤
務
成
績
に
よ
り
、
一
万
分
の

四
千
四
百
五
十
以
上
一
万
分
の
六
千
以
下
の
範
囲
内
で
教
育
委
員
会
が
人

事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
割
合 

六 

前
各
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員 

職
員
の
勤
務
成
績
に
よ
り
、
一
万

分
の
四
千
二
百
七
十
五
以
上
一
万
分
の
五
千
五
百
以
下
の
範
囲
内
で
教
育

委
員
会
が
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
割
合 

六 

前
各
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員 

職
員
の
勤
務
成
績
に
よ
り
、
一

万
分
の
四
千
五
百
以
上
一
万
分
の
六
千
以
下
の
範
囲
内
で
教
育
委
員
会
が

人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
割
合 

２
か
ら
６
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
四
条
か
ら
第
九
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２
か
ら
６
ま
で 

（
略
） 

第
四
条
か
ら
第
九
条
ま
で 

（
略
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で 

（
略
） 
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東
京
都
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
九
年
東
京
都
規
則
第
五
十
一
号
） 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改 
 
 

 

正 
 
 
 

案 

現 
 
 

 
 
 

 
 
 

行 

第
一
条
か
ら
第
五
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条
か
ら
第
五
条
ま
で 

（
略
） 

附 

則 

附 

則 

１
及
び
２ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
小
笠
原
業
務
手
当
に
関
す
る
規
定
の
失
効
す
る
日
） 

３ 

条
例
附
則
第
四
項
に
規
定
す
る
日
は
、
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
と
す
る
。 

１
及
び
２ 

（
略
） 

（
小
笠
原
業
務
手
当
に
関
す
る
規
定
の
失
効
す
る
日
） 

３ 

条
例
附
則
第
四
項
に
規
定
す
る
日
は
、
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
と
す
る
。 

別
表
（
第
二
条
関
係
） 

手

当 

番

号 

種

類 

支

給

範

囲 

手

当

額 

摘

要 

１ 

（
現
行
の

と
お
り
） 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
現
行
の
と
お

り
） 

（
現
行
の
と
お

り
） 

２ 

危
険
現
場

等
作
業
手

当 

⑴
か
ら
⑷
ま
で 

（
現
行
の
と

お
り
） 

（
現
行
の
と
お

り
） 

（
現
行
の
と
お

り
） 

⑸ 

財
務
局
経
理
部
若
し
く
は

建
築
保
全
部
、
都
市
整
備
局

総
務
部
企
画
技
術
課
若
し
く

は
市
街
地
建
築
部
、
多
摩
建

築
指
導
事
務
所
、
市
街
地
整

備
事
務
所
、
住
宅
政
策
本
部

都
営
住
宅
経
営
部
技
術
管
理

課
、
住
宅
建
設
事
務
所
、
健

康
安
全
研
究
セ
ン
タ
ー
、
保

健
所
、
建
設
事
務
所
、
江
東

治
水
事
務
所
、
東
京
港
管
理

事
務
所
、
東
京
港
建
設
事
務

所
又
は
共
済
組
合
管
理
部
会

計
課
若
し
く
は
事
業
部
貸
付

課
に
所
属
す
る
職
員
が
、
次

に
掲
げ
る
建
設
現
場
そ
の
他 

（
現
行
の
と
お

り
） 

 

別
表
（
第
二
条
関
係
） 

手

当 

番

号 

種

類 

支

給

範

囲 

手

当

額 

摘

要 

１ 

（
略
） 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

２ 

危
険
現
場

等
作
業
手

当 

⑴
か
ら
⑷
ま
で 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

⑸ 

財
務
局
経
理
部
若
し
く
は

建
築
保
全
部
、
都
市
整
備
局

総
務
部
技
術
管
理
課
若
し
く

は
市
街
地
建
築
部
、
多
摩
建

築
指
導
事
務
所
、
市
街
地
整

備
事
務
所
、
住
宅
建
設
事
務

所
、
健
康
安
全
研
究
セ
ン
タ

ー
、
保
健
所
、
建
設
事
務

所
、
江
東
治
水
事
務
所
、
東

京
港
管
理
事
務
所
、
東
京
港

建
設
事
務
所
又
は
共
済
組
合

管
理
部
会
計
課
若
し
く
は
事

業
部
貸
付
課
に
所
属
す
る
職

員
が
、
次
に
掲
げ
る
建
設
現

場
そ
の
他
の
足
場
の
不
安
定

な
箇
所
で
、
工
事
監
督
又
は 

（
略
） 
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の
足
場
の
不
安
定
な
箇
所
で
、

工
事
監
督
又
は
検
査
の
業
務
に

従
事
し
た
と
き
。 

 

ア
及
び
イ 

（
現
行
の
と
お 

 
 

り
） 

⑹ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
現
行
の
と
お

り
） 

 

     

 
  

３

及

び

４ 

（
現
行
の

と
お
り
） 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
現
行
の
と
お

り
） 

（
現
行
の
と
お

り
） 

５ 

と
畜
解
体

作
業
等
業

務
手
当 

⑴
及
び
⑵ 

（
現
行
の
と
お

り
） 

（
現
行
の
と
お

り
） 

 

⑶ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

日
額 

千
三
百

円 

 

⑷
か
ら
⑻
ま
で 

（
現
行
の
と

お
り
） 

（
現
行
の
と
お

り
） 

 

６ 

（
現
行
の

と
お
り
） 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
現
行
の
と
お

り
） 

（
現
行
の
と
お

り
） 

７ 

        

船
員
勤
務

手
当 

       

小
笠
原
支
庁
又
は
島
し
ょ
農

林
水
産
総
合
セ
ン
タ
ー
に
所
属

し
、
船
員
法
（
昭
和
二
十
二
年

法
律
第
百
号
）
の
適
用
を
受
け

て
内
水
、
領
海
及
び
排
他
的
経

済
水
域
並
び
に
そ
れ
に
準
ず
る

も
の
と
し
て
総
務
局
長
が
定
め

る
海
区
を
航
行
す
る
船
舶
に
、

常
時
、
乗
船
勤
務
す
る
職
員

船
長
等 

日
額 

二
千
六

百
十
円 

そ
の
他
の
船
員 

日
額 

二
千
二

百
三
十
円 

   

(ア)

 

領

海

と

は
、
領
海
及

び
接
続
水
域

に
関
す
る
法

律
（
昭
和
五

十
二
年
法
律

第
三
十
号
）

第
一
条
第
一

項
に
規
定
す

検
査
の
業
務
に
従
事
し
た
と

き
。 

  

ア
及
び
イ 

（
略
） 

 

⑹ 

（
略
） 

（
略
） 

 

 

⑺ 

築
地
市
場
に
所
属
す
る
巡

視
が
、
交
通
整
理
の
業
務

（
総
務
局
長
が
定
め
る
も
の

に
限
る
。
）
に
従
事
し
た
と

き
。 

日
額 

百
円 

 

３

及

び

４ 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

５ 

と
畜
解
体

作
業
等
業

務
手
当 

⑴
及
び
⑵ 

（
略
） 

（
略
） 

  

⑶ 

（
略
） 

日
額 

千
二
百

円 

 

⑷
か
ら
⑻
ま
で 

（
略
） 

（
略
） 

 

 

６ 

（
略
） 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

７ 

        

船
員
勤
務

手
当 

       
小
笠
原
支
庁
又
は
島
し
ょ
農

林
水
産
総
合
セ
ン
タ
ー
に
所
属

し
、
船
員
法
（
昭
和
二
十
二
年

法
律
第
百
号
）
の
適
用
を
受
け

て
次
の
海
区
を
航
行
す
る
船
舶

に
、
常
時
、
乗
船
勤
務
す
る
職

員
が
、
当
該
勤
務
に
従
事
し
た

と
き
。 

 

(ア) 

海
区
区
分

は
、
航
海
の

目
的
地
又
は

目
的
海
域
の

区

分

に

よ

る
。 

(イ) 

船
長
等
と

は
、
船
舶
職

員
及
び
小
型

⑴ 

Ａ
海
区 
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が
、
当
該
勤
務
に
従
事
し
た
と

き
。 

                         

   

る
海
域
を
、

排
他
的
経
済

水
域
と
は
、

排
他
的
経
済

水
域
及
び
大

陸
棚
に
関
す

る
法
律
（
平

成
八
年
法
律

第

七

十

四

号
）
第
一
条

第
二
項
に
規

定
す
る
海
域

を
い
う
。 

(イ) 

船
長
等
と

は
、
船
舶
職

員
及
び
小
型

船
舶
操
縦
者

法

施

行

令

（
昭
和
五
十

八
年
政
令
第

十
三
号
）
別

表
第
一
船
舶

職
員
の
欄
に

掲
げ
ら
れ
た

者
で
、
船
舶

の
航
行
区
域

等
に
応
じ
て

当
該
船
舶
に

乗
り
組
む
こ

と
が
義
務
付

け
ら
れ
る
も

   

 

ア 

小
笠
原
支
庁
に
所
属
す 

 
 

る
職
員
の
場
合 

 
 

東
経
百
四
十
四
度
、
北 

 
 

緯
二
十
五
度
、
東
経
百
四 

 
 

十
度
及
び
北
緯
二
十
九
度 

 
 

の
各
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た 

 
 

海
域 

 

イ 

島
し
ょ
農
林
水
産
総
合 

 
 

セ
ン
タ
ー
に
所
属
す
る
職 

 
 

員
の
場
合 

 
 

東
経
百
三
十
一
度
北
緯 

 

二
十
七
度
、
東
経
百
三
十 

 

五
度
北
緯
三
十
度
、
東
経 

 

百
四
十
三
度
北
緯
三
十
二 

 

度
、
東
経
百
四
十
六
度
三 

 

十
分
北
緯
四
十
度
、
東
経 

 

百
五
十
度
北
緯
四
十
四 

 

度
、
東
経
百
四
十
六
度
北 

 

緯
四
十
八
度
、
東
経
百
四 

 

十
度
北
緯
四
十
八
度
、
東 

 

経
百
三
十
五
度
北
緯
四
十 

 

度
、
東
経
百
三
十
度
北
緯 

 

三
十
八
度
、
東
経
百
二
十 

 

六
度
北
緯
三
十
四
度
、
東 

 

経
百
二
十
六
度
北
緯
三
十 

 

度
及
び
東
経
百
二
十
八
度 

 

北
緯
二
十
七
度
の
各
点
を 

 

順
次
直
線
で
結
ん
で
で
き 

船
長
等 

日
額 

二
千
百

二
十
円 

そ
の
他
の
船
員 

日
額 

千
七
百

四
十
円 

船
舶
操
縦
者

法

施

行

令

（
昭
和
五
十

八
年
政
令
第

十
三
号
）
別

表
第
一
船
舶

職
員
の
欄
に

掲
げ
ら
れ
た

者
で
、
船
舶

の
航
行
区
域

等
に
応
じ
て

当
該
船
舶
に

乗
り
組
む
こ

と
が
義
務
付

け
ら
れ
る
も

の
を
い
う
。 

               

 
 
 

る
折
線
に
囲
ま
れ
た
海
域 

  
⑵ 

Ｂ
海
区 

Ａ
海
区
以
外
の
全
海
域 

船
長
等 

日
額 

二
千
六

　53　



  

の
を
い
う
。 

   

８ 

取
締
・
折

衝
等
業
務

手
当 

⑴ 

財
務
局
、
都
市
整
備
局
、

建
設
局
若
し
く
は
支
庁
の
用

地
取
得
を
主
管
す
る
課
に
所

属
す
る
職
員
が
、
用
地
取
得

若
し
く
は
物
件
移
転
補
償
の

折
衝
業
務
に
従
事
し
、
住
宅

政
策
本
部
に
所
属
す
る
職
員

が
、
改
良
住
宅
等
の
建
替

え
、
老
朽
住
宅
撤
去
若
し
く

は
居
住
者
の
移
転
を
伴
う
住

宅
改
善
の
折
衝
業
務
に
従
事

し
、
都
市
整
備
局
市
街
地
整

備
事
務
所
若
し
く
は
多
摩
ニ

ュ
ー
タ
ウ
ン
整
備
事
務
所
に

所
属
す
る
職
員
が
、
区
画
整

理
の
た
め
の
物
件
移
転
、
換

地
若
し
く
は
換
地
に
伴
う
不

均
衡
是
正
の
折
衝
業
務
に
従

事
し
、
又
は
都
市
整
備
局
市

街
地
整
備
事
務
所
に
所
属
す

る
職
員
が
、
市
街
地
再
開
発

の
た
め
の
権
利
変
換
の
折
衝

業
務
に
従
事
し
た
と
き
。 

（
現
行
の
と
お

り
） 

 

  

⑵
及
び
⑶ 

（
現
行
の
と
お

り
） 

（
現
行
の
と
お

り
） 

９ 

税
務
事
務

特
別
手
当 

都
税
の
賦
課
徴
収
の
事
務
に

専
ら
従
事
す
る
職
員
で
、
次
に

  

 

 
 

百
十
円 

そ
の
他
の
船
員 

日
額 

二
千
二

百
三
十
円 

 

８ 

取
締
・
折

衝
等
業
務

手
当 

⑴ 

財
務
局
、
都
市
整
備
局
、

建
設
局
若
し
く
は
支
庁
の
用

地
取
得
を
主
管
す
る
課
に
所

属
す
る
職
員
が
、
用
地
取
得

若
し
く
は
物
件
移
転
補
償
の

折
衝
業
務
に
従
事
し
、
都
市

整
備
局
に
所
属
す
る
職
員

が
、
改
良
住
宅
等
の
建
替

え
、
老
朽
住
宅
撤
去
若
し
く

は
居
住
者
の
移
転
を
伴
う
住

宅
改
善
の
折
衝
業
務
に
従
事

し
、
都
市
整
備
局
市
街
地
整

備
事
務
所
若
し
く
は
多
摩
ニ

ュ
ー
タ
ウ
ン
整
備
事
務
所
に

所
属
す
る
職
員
が
、
区
画
整

理
の
た
め
の
物
件
移
転
、
換

地
若
し
く
は
換
地
に
伴
う
不

均
衡
是
正
の
折
衝
業
務
に
従

事
し
、
又
は
都
市
整
備
局
市

街
地
整
備
事
務
所
に
所
属
す

る
職
員
が
、
市
街
地
再
開
発

の
た
め
の
権
利
変
換
の
折
衝

業
務
に
従
事
し
た
と
き
。 

（
略
） 

  

  

⑵
及
び
⑶ 

（
略
） 

 

（
略
） 

９ 

税
務
事
務

特
別
手
当 

都
税
の
賦
課
徴
収
の
事
務
に

専
ら
従
事
す
る
職
員
で
、
次
に
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掲
げ
る
も
の
が
、
当
該
業
務
に

従
事
し
た
と
き
。 

⑴ 

主
税
局
に
所
属
す
る
職
員

（
職
層
名
副
参
事
以
上
の
職

に
あ
る
者
を
除
く
。） 

                  

  

日
額 

四
百
四

十
円
（
特
に
困

難
で
あ
る
と
総

務
局
長
が
定
め

る
業
務
に
従
事

し
た
場
合
に
あ

っ
て
は
、
六
百

四
十
円
） 

                 

 

⑵ 

支
庁
に
所
属
す
る
職
員

(

総
務
局
長
が
指
定
す
る
者

に
限
る
。)

 

日
額 

三
百
六
十

円 

10 

職
業
訓
練 

職
業
能
力
開
発
セ
ン
タ
ー
又 

（
現
行
の
と
お 

 

 
 

 
 

 

 

 

掲
げ
る
も
の
が
、
当
該
業
務
に

従
事
し
た
と
き
。 

⑴ 

主
税
局
に
所
属
す
る
職
員

（
職
層
名
副
参
事
以
上
の
職

に
あ
る
者
を
除
く
。） 

ア 

都
税
事
務
所
、
課
税
部
課

税
指
導
課
若
し
く
は
査
察

課
、
資
産
税
部
固
定
資
産
評

価
課
又
は
徴
収
部
個
人
都
民

税
対
策
課
若
し
く
は
機
動
整

理
課
に
所
属
す
る
職
員
（
総

務
局
長
が
指
定
す
る
者
に
限

る
。） 

イ 

都
税
事
務
所
に
所
属
す
る

職
員
（
ア
に
規
定
す
る
者

以
外
の
者
で
総
務
局
長
が

指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）

及
び
都
税
総
合
事
務
セ
ン

タ
ー
に
所
属
す
る
職
員

（
総
務
局
長
が
指
定
す
る

者
に
限
る
。） 

ウ 

ア
及
び
イ
に
指
定
す
る
者

以
外
の
職
員
（
職
務
命
令

に
よ
り
臨
時
的
に
納
税
者

に
対
し
都
税
の
賦
課
徴
収

の
事
務
を
行
っ
た
者
に
限

る
。） 

     

日
額 

六
百
四

十
円 

      

日
額 

五
百
四

十
円 

       

日
額 

五
百
四

十
円 

   

 

⑵ 

支
庁
に
所
属
す
る
職
員

(

総
務
局
長
が
指
定
す
る
者

に
限
る
。)

 

日
額 

三
百
六

十
円 

10 

職
業
訓
練 
職
業
能
力
開
発
セ
ン
タ
ー
又 

（
略
） 

 

 
 

 
 

 
 

　55　



  

指
導
員
手

当 

は
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
に

所
属
す
る
職
業
訓
練
指
導
員

が
、
訓
練
生
の
訓
練
業
務
に
従

事
し
た
と
き
。 

           

り
） 

   

11

か

ら

19

ま

で 

（
現
行
の

と
お
り
） 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
現
行
の
と
お

り
） 

（
現
行
の
と
お

り
） 

 

 

指
導
員
手

当 

は
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
に

所
属
す
る
職
業
訓
練
指
導
員

が
、
訓
練
生
の
訓
練
業
務
に
従

事
し
た
と
き
（
担
当
す
る
実
技

の
訓
練
時
間
数
が
、
所
定
の
訓

練
期
間
中
に
そ
の
者
が
担
当
す

る
学
科
及
び
実
技
の
訓
練
時
間

数
の
二
分
の
一
に
満
た
な
い
場

合
又
は
担
当
す
る
学
科
及
び
実

技
の
訓
練
時
間
数
と
そ
れ
ら
に

付
随
す
る
勤
務
に
従
事
す
る
時

間
数
と
の
合
計
が
、
所
定
の
訓

練
期
間
中
に
お
け
る
そ
の
者
の

勤
務
時
間
数
の
二
分
の
一
に
満

た
な
い
場
合
を
除
く
。）。 

 
 

11

か

ら

19

ま

で 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 
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学
校
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
九
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
十
二
号
）
新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改
正
案 

現
行 

第
一
条
か
ら
第
四
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条
か
ら
第
四
条
ま
で 

（
略
） 

附 

則 

附 

則 

１
及
び
２ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

１
及
び
２ 

（
略
） 

（
小
笠
原
業
務
手
当
に
関
す
る
規
定
の
失
効
す
る
日
） 

（
小
笠
原
業
務
手
当
に
関
す
る
規
定
の
失
効
す
る
日
） 

３ 

条
例
附
則
第
三
項
に
規
定
す
る
日
は
、
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
と
す
る
。 

３ 

条
例
附
則
第
三
項
に
規
定
す
る
日
は
、
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
と
す
る
。 

４ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

４ 

（
略
） 

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
） 

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
） 

手
当 

番
号 

種

類 

支

給

範

囲 

手

当

額 

摘

要 

１
か
ら 

４
ま
で 

 

（
現
行
の
と
お
り
） 

５ 

船
員
勤

務
手
当 

 

東
京
都
立
大
島
海
洋
国
際
高
等

学
校
の
実
習
船
に
乗
船
す
る
職
員

の
う
ち
、
船
員
法
（
昭
和
二
十
二
年

法
律
第
百
号
）
の
適
用
を
受
け
る
者

が
、
当
該
実
習
船
の
航
行
等
に
係
る

業
務
に
従
事
し
た
と
き
。 

 

ア 

水
産
実

習
の
指
導
に

従
事
し
な
い

と
き
。 

 

船
長
等 

日
額 

二
千

六
百
十
円 

 

そ
の
他
の

職
員 

日
額 

二
千
二
百
三

十
円 

 

船
長
等

と
は
、
船

舶
職
員
及

び
小
型
船

舶
操
縦
者

法
施
行
令

（
昭
和
五

十
八
年
政

令
第
十
三

号
）
別
表

第
一
船
舶

手
当 

番
号 

種

類 

支

給

範

囲 

手

当

額 

摘

要 

１
か
ら 

４
ま
で 

 

（
略
） 

５ 

船
員
勤

務
手
当 

 

東
京
都
立
大
島
海
洋
国
際
高
等

学
校
の
実
習
船
に
乗
船
す
る
職
員

の
う
ち
、
船
員
法
（
昭
和
二
十
二
年

法
律
第
百
号
）
の
適
用
を
受
け
る
者

が
、
当
該
実
習
船
の
航
行
等
に
係
る

業
務
に
従
事
し
た
と
き
。 

⑴ 

東
経
百
三
十
一
度
北
緯
二
十

七
度
、
東
経
百
三
十
五
度
北
緯
三

十
度
、
東
経
百
四
十
三
度
北
緯
三

十
二
度
、
東
経
百
四
十
六
度
三
十

分
北
緯
四
十
度
、
東
経
百
五
十
度

      

ア 

水
産
実

習
の
指
導
に

従
事
し
な
い

と
き
。 

 

船
長
等 

(ｱ) 

海
域

区
分
は
、

航
海
の
目

的
地
又
は

目
的
海
域

の
区
分
に

よ
る
。 

(ｲ) 

船
長

等
と
は
、

船
舶
職
員

及
び
小
型
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イ 

水
産
実

習
の
指
導
に

従
事
す
る
と

き
。 

 

船
長
等 

日
額 

二
千

八
百
八
十
円 

 

そ
の
他
の

職
員 

日
額 

二
千
五
百
円 

                 

職
員
の
欄

に
掲
げ
ら

れ
た
者

で
、
実
習

船
（
大
島

丸
）
の
航

行
区
域
等

に
応
じ
て

当
該
船
舶

に
乗
り
組

む
こ
と
が

義
務
付
け

ら
れ
て
い

る
も
の
を

い
う
。 

北
緯
四
十
四
度
、
東
経
百
四
十
六

度
北
緯
四
十
八
度
、
東
経
百
四
十

度
北
緯
四
十
八
度
、
東
経
百
三
十

五
度
北
緯
四
十
度
、
東
経
百
三
十

度
北
緯
三
十
八
度
、
東
経
百
二
十

六
度
北
緯
三
十
四
度
、
東
経
百
二

十
六
度
北
緯
三
十
度
及
び
東
経

百
二
十
八
度
北
緯
二
十
七
度
の

各
点
を
順
次
直
線
で
結
ん
で
で

き
る
折
線
に
囲
ま
れ
た
海
域 

       

⑵ 

⑴
以
外
の
全
海
域 

日
額 

二
千

百
二
十
円 

 

そ
の
他
の

職
員 

日
額 

千
七
百
四
十

円 イ 

水
産
実

習
の
指
導
に

従
事
す
る
と

き
。 

 

船
長
等 

日
額 

二
千

三
百
九
十
円 

 

そ
の
他
の

職
員 

日
額 

二
千
十
円 

 

ア 

水
産
実

習
の
指
導
に

従
事
し
な
い

と
き
。 

 

船
長
等 

日
額 

二
千

六
百
十
円 

 

そ
の
他
の

職
員 

日
額 

二
千
二
百
三

船
舶
操
縦

者
法
施
行

令
（
昭
和

五
十
八
年

政
令
第
十

三
号
）
別

表
第
一
船

舶
職
員
の

欄
に
掲
げ

ら
れ
た
者

で
、
実
習

船
（
大
島

丸
）
の
航

行
区
域
等

に
応
じ
て

当
該
船
舶

に
乗
り
組

む
こ
と
が

義
務
付
け

ら
れ
て
い

る
も
の
を

い
う
。 
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６
か
ら 

12
ま
で 

 

（
現
行
の
と
お
り
） 

13 

教
員
特

殊
業
務

手
当 

（１）
か
ら

（３）
ま
で 

（
現
行
の
と
お

り
） 

 

（４） 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
現
行
の
と

お
り
） 

 

日
額 

三
千
円 

（
現
行
の

と
お
り
） 

14
か
ら

17
ま
で 

 

（
現
行
の
と
お
り
） 

      

十
円 

イ 

水
産
実

習
の
指
導
に

従
事
す
る
と

き
。 

 

船
長
等 

日
額 

二
千

八
百
八
十
円 

 

そ
の
他
の

職
員 

日
額 

二
千
五
百
円 

６
か
ら 

12
ま
で 

 

（
略
） 

13 

教
員
特

殊
業
務

手
当 

（１）
か
ら

（３）
ま
で 

（
略
） 

  

（４） 

（
略
） 

 

（
略
） 

  

日
額 

四
千
円 

（
略
） 

14
か
ら

17
ま
で 

 

（
略
） 
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別
表
第
二
（
第
二
条
関
係
） 

別
表
第
二
（
第
二
条
関
係
） 

 
 
 
 

 
 
 

 

要 
 
 
 
 

件 

業
務
の
種
類 

 
 

要

件 

週
休
日
等 

そ
の
他
の
日 

（１）
か
ら

（３）
ま
で 
（
現
行
の
と

お
り
） 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（４） 

（
現
行
の
と
お
り
） 

三
時
間
以
上 

        
勤
務
時
間
条
例
第
五
条

及
び
第
六
条
第
一
項
に

規
定
す
る
週
休
日
並
び

に
同
条
第
二
項
及
び
第 

三
項
の
規
定
に
よ
り
週

休
日
と
な
っ
た
日
に
お

い
て
同
条
第
二
項
又
は

第
三
項
の
規
定
に
よ
り

勤
務
時
間
が
割
り
振
ら

れ
た
日
の
正
規
の
勤
務

時
間
以
外
に
三
時
間
以

上 
 

要 
 
 
 
 

件 

業
務
の
種
類 

要

件 

週
休
日
等 

そ
の
他
の
日 

（１）
か
ら

（３）
ま
で 

（
略
） 

（
略
） 

（４） 

（
略
） 

四
時
間
以
上 

    

勤
務
時
間
条
例
第
五
条

及
び
第
六
条
第
一
項
に

規
定
す
る
週
休
日
並
び

に
同
条
第
二
項
及
び
第 

三
項
の
規
定
に
よ
り
週

休
日
と
な
っ
た
日
に
お

い
て
同
条
第
二
項
又
は

第
三
項
の
規
定
に
よ
り

勤
務
時
間
が
割
り
振
ら

れ
た
日
の
正
規
の
勤
務

時
間
以
外
に
四
時
間
以

上 
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東
京
都
教
育
委
員
会
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
九
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
十
三
号
） 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改
正
案 

現
行 

第
一
条
か
ら
第
四
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条
か
ら
第
四
条
ま
で 

（
略
） 

附 

則 

附 

則 

１ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

(

小
笠
原
業
務
手
当
に
関
す
る
規
定
の
失
効
す
る
日) 

２ 

条
例
附
則
第
三
項
に
規
定
す
る
日
は
、
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
と
す
る
。 

１ 

（
略
） 

(

小
笠
原
業
務
手
当
に
関
す
る
規
定
の
失
効
す
る
日) 

２ 

条
例
附
則
第
三
項
に
規
定
す
る
日
は
、
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
と
す
る
。 

別
表
（
第
二
条
関
係
） 

別
表
（
第
二
条
関
係
） 

手
当 

番
号 

種

類 

支

給

範

囲 

手

当

額 

摘

要 

１ 
 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２ 

船
員
勤

務
手
当 

 

東
京
都
立
大
島
海
洋
国
際
高
等
学

校
の
実
習
船
に
乗
船
す
る
職
員
の
う

ち
、
船
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

百
号
）
の
適
用
を
受
け
る
も
の
が
、
当

該
実
習
船
の
航
行
等
に
係
る
業
務
に

従
事
し
た
と
き
。 

 

ア 

水
産

実
習
の
指

導
に
従
事

し
な
い
と

き
。 

 

船
長
等 

日
額 

二

千
六
百
十

円 

 

そ
の
他

の
職
員 

日
額 

二

千
二
百
三

十
円 

イ 

水
産

 

船
長
等

と
は
、
船

舶
職
員
及

び
小
型
船

舶
操
縦
者

法
施
行
令

（
昭
和
五

十
八
年
政

令
第
十
三

号
）
別
表

第
一
船
舶

職
員
の
欄

に
掲
げ
ら

れ
た
者

で
、
実
習

手
当 

番
号 

種 

類 

支

給

範

囲 

手

当

額 

摘

要 

１ 
 

（
略
） 

２ 

船
員
勤

務
手
当 

 

東
京
都
立
大
島
海
洋
国
際
高
等
学

校
の
実
習
船
に
乗
船
す
る
職
員
の
う

ち
、
船
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

百
号
）
の
適
用
を
受
け
る
も
の
が
、
当

該
実
習
船
の
航
行
等
に
係
る
業
務
に

従
事
し
た
と
き
。 

 

⑴ 

東
経
百
三
十
一
度
北
緯
二
十
七

度
、
東
経
百
三
十
五
度
北
緯
三
十
度
、

東
経
百
四
十
三
度
北
緯
三
十
二
度
、
東

経
百
四
十
六
度
三
十
分
北
緯
四
十
度
、

東
経
百
五
十
度
北
緯
四
十
四
度
、
東
経

百
四
十
六
度
北
緯
四
十
八
度
、
東
経
百

四
十
度
北
緯
四
十
八
度
、
東
経
百
三
十

五
度
北
緯
四
十
度
、
東
経
百
三
十
度
北

       

ア 

水
産

実
習
の
指

導
に
従
事

し
な
い
と

き
。 

 

船
長
等 

日
額 

二

千
百
二
十

(ｱ) 

海
域

区
分
は
、

航
海
の
目

的
地
又
は

目
的
海
域

の
区
分
に

よ
る
。 

(ｲ) 

船
長

等
と
は
、

船
舶
職
員

及
び
小
型

船
舶
操
縦

者
法
施
行

令
（
昭
和

五
十
八
年
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実
習
の
指

導
に
従
事

す
る
と

き
。 

 

船
長
等 

日
額 

二

千
八
百
八

十
円 

 

そ
の
他

の
職
員 

日
額 

二

千
五
百
円 

               

船
（
大
島

丸
）
の
航

行
区
域
等

に
応
じ
て

当
該
船
舶

に
乗
り
組

む
こ
と
が

義
務
付
け

ら
れ
て
い

る
も
の
を

い
う
。 

緯
三
十
八
度
、
東
経
百
二
十
六
度
北
緯

三
十
四
度
、
東
経
百
二
十
六
度
北
緯
三

十
度
及
び
東
経
百
二
十
八
度
北
緯
二

十
七
度
の
各
点
を
順
次
直
線
で
結
ん

で
で
き
る
折
線
に
囲
ま
れ
た
海
域 

               

⑵ 

⑴
以
外
の
全
海
域 

円 

 

そ
の
他

の
職
員 

日
額 

千

七
百
四
十

円 イ 

水
産

実
習
の
指

導
に
従
事

す
る
と

き
。 

 

船
長
等 

日
額 

二

千
三
百
九

十
円 そ

の
他

の
職
員 

日
額 

二

千
十
円 

 

ア 

水
産

実
習
の
指

導
に
従
事

し
な
い
と

き
。 

 

船
長
等 

日
額 

二

政
令
第
十

三
号
）
別

表
第
一
船

舶
職
員
の

欄
に
掲
げ

ら
れ
た
者

で
、
実
習

船
（
大
島

丸
）
の
航

行
区
域
等

に
応
じ
て

当
該
船
舶

に
乗
り
組

む
こ
と
が

義
務
付
け

ら
れ
て
い

る
も
の
を

い
う
。 
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３
か
ら 

11
ま
で 

 

（
現
行
の
と
お
り
） 

 

千
六
百
十

円 

 

そ
の
他

の
職
員 

日
額 

二

千
二
百
三

十
円 

イ 

水
産

実
習
の
指

導
に
従
事

す
る
と

き
。 

 

船
長
等 

日
額 

二

千
八
百
八

十
円 

 

そ
の
他

の
職
員 

日
額 

二

千
五
百
円 

３
か
ら 

11
ま
で 

 

（
略
） 

  
 

 
 

 

　63　



警
視
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
九
年
東
京
都
規
則
第
五
十
二
号
） 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改 
 
 

 

正 
 
 
 

案 

現 
 
 

 
 
 

 
 
 

行 

第
一
条
か
ら
第
五
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

 
 
 

附 

則 

１ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
小
笠
原
業
務
手
当
に
関
す
る
規
定
の
失
効
す
る
日
） 

２ 

条
例
附
則
第
三
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
規
則
で
定
め
る
日
は
、
平
成

三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
と
す
る
。 

３
及
び
４ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
（
第
二
条
関
係
） 

手
当 

番
号 

種 
 

類 

支 
 

給 
 

範 
 

囲 

手 

当 

額 

摘 
 
 
 
 
 
 

要 

１ 

                           

捜
査
等
業

務
手
当 

              

⑴
ア 

暴
力
団
、
国
際
犯

罪
組
織
等
に
係
る
犯

罪
の
捜
査
又
は
取
締

り
に
従
事
し
た
組
織

犯
罪
対
策
総
務
課
、

組
織
犯
罪
対
策
第
一

課
、
組
織
犯
罪
対
策

第
二
課
、
組
織
犯
罪

対
策
第
三
課
、
組
織

犯
罪
対
策
第
四
課
、

組
織
犯
罪
対
策
第
五

課
、
警
視
庁
組
織
犯

罪
対
策
特
別
捜
査
隊

又
は
警
察
署
に
所
属

す
る
職
員
（
職
員
の

給
与
に
関
す
る
条
例

（
昭
和
二
十
六
年
東

京
都
条
例
第
七
十
五

号
）
第
九
条
の
二
に

規
定
す
る
給
料
の
特

別
調
整
額
の
支
給
を

受
け
る
職
員
、
東
京

都
の
一
般
職
の
任
期

付
職
員
の
採
用
及
び

給
与
の
特
例
に
関
す

る
条
例
（
平
成
十
四

年
東
京
都
条
例
第
百

六
十
一
号
）
第
二
条

（
現
行
の
と

お
り
） 

                          

（
現
行
の
と
お
り
） 

                           

第
一
条
か
ら
第
五
条
ま
で 

（
略
） 

 
 
 

附 

則 

１ 

（
略
） 

（
小
笠
原
業
務
手
当
に
関
す
る
規
定
の
失
効
す
る
日
） 

２ 

条
例
附
則
第
三
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
規
則
で
定
め
る
日
は
、
平
成

三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
と
す
る
。 

３
及
び
４ 

（
略
） 

別
表
（
第
二
条
関
係
） 

手
当 

番
号 

種 
 

類 

支 
 

給 
 

範 
 

囲 

手 

当 

額 

摘 
 
 
 
 
 
 

要 

１ 

                           

捜
査
等
業

務
手
当 

⑴
ア 

暴
力
団
、
国
際
犯

罪
組
織
等
に
係
る
犯

罪
の
捜
査
又
は
取
締

り
に
従
事
し
た
組
織

犯
罪
対
策
第
一
課
、

組
織
犯
罪
対
策
第
二

課
、
組
織
犯
罪
対
策

第
三
課
、
組
織
犯
罪

対
策
第
四
課
、
組
織

犯
罪
対
策
第
五
課
、

警
視
庁
組
織
犯
罪
対

策
特
別
捜
査
隊
又
は

警
察
署
に
所
属
す
る

職
員
（
職
員
の
給
与

に
関
す
る
条
例
（
昭

和
二
十
六
年
東
京
都

条
例
第
七
十
五
号
）

第
九
条
の
二
に
規
定

す
る
給
料
の
特
別
調

整
額
の
支
給
を
受
け

る
職
員
、
東
京
都
の

一
般
職
の
任
期
付
職

員
の
採
用
及
び
給
与

の
特
例
に
関
す
る
条

例
（
平
成
十
四
年
東

京
都
条
例
第
百
六
十

一
号
）
第
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
任

（
略
） 

                           

（
略
） 
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第
一
項
の
規
定
に
よ

り
任
期
を
定
め
て
採

用
さ
れ
た
職
員
（
以

下
「
特
定
任
期
付
職

員
」
と
い
う
。
）
及

び
東
京
都
の
一
般
職

の
任
期
付
研
究
員
の

採
用
及
び
給
与
の
特

例
に
関
す

る
条
例

（
平
成
十
四
年
東
京

都
条
例
第
百
六
十
二

号
）
第
四
条
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
任
期

を
定
め
て
採
用
さ
れ

た
職
員
（
以
下
「
管

理
職
員
」
と
総
称
す

る
。
）
を
除
く
。
） 

 

イ
か
ら
オ
ま
で 

（
現

行
の
と
お
り
） 

⑵
か
ら
⑸
ま
で 

（
現
行

の
と
お
り
） 

                 
（
現
行
の
と

お
り
） 

（
現
行
の
と

お
り
） 

                   

（
現
行
の
と
お
り
） 

 

２

か

ら

８

ま

で 

（
現
行
の

と
お
り
） 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
現
行
の
と

お
り
） 

 

（
現
行
の
と
お
り
） 

  

９ 

                 

爆
発
物
等

処
理
手
当 

⑴ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

 

⑵
ア 

サ
リ
ン
等
に
よ
る

人
身
被
害
の
防
止
に

関
す
る
法
律
（
平
成

七
年
法
律
第
七
十
八

号
）
第
二
条
に
規
定

す
る
サ
リ
ン
等
、
原

子
力
基
本
法
（
昭
和

三
十
年
法
律
第
百
八

十
六
号
）
第
三
条
第

五
号
に
規
定
す
る
放

射
線
、
放
射
性
同
位

元
素
等
の
規
制
に
関

す
る
法
律
（
昭
和
三

十
二
年
法
律
第
百
六

十
七
号
）
第
二
条
第

二
項
に
規
定
す
る
放

（
現
行
の
と

お
り
） 

（
現
行
の
と

お
り
） 

              

（
現
行
の
と
お
り
） 

 

（
現
行
の
と
お
り
） 

               

 

期
を
定
め
て
採
用
さ

れ
た
職
員

（
以
下

「
特
定
任

期
付
職

員
」
と
い
う
。
）
及

び
東
京
都
の
一
般
職

の
任
期
付
研
究
員
の

採
用
及
び
給
与
の
特

例
に
関
す

る
条
例

（
平
成
十
四
年
東
京

都
条
例
第
百
六
十
二

号
）
第
四
条
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
任
期

を
定
め
て
採
用
さ
れ

た
職
員
（
以
下
「
管

理
職
員
」
と
総
称
す

る
。
）
を
除
く
。
） 

  

イ
か
ら
オ
ま
で 

 

 
 

（
略
） 

⑵
か
ら
⑸
ま
で 

（
略
） 

 

                 

（
略
） 

 

（
略
） 

                   

（
略
） 

 

２

か

ら

８

ま

で 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

  

（
略
） 

  

９ 

爆
発
物
等

処
理
手
当 

                

⑴ 
 

（
略
）  

 

⑵
ア 

サ
リ
ン
等
に
よ
る

人
身
被
害
の
防
止
に

関
す
る
法
律
（
平
成

七
年
法
律
第
七
十
八

号
）
第
二
条
に
規
定

す
る
サ
リ
ン
等
、
原

子
力
基
本
法
（
昭
和

三
十
年
法
律
第
百
八

十
六
号
）
第
三
条
第

五
号
に
規
定
す
る
放

射
線
、
放
射
性
同
位

元
素
等
に
よ
る
放
射

線
障
害
の
防
止
に
関

す
る
法
律
（
昭
和
三

十
二
年
法
律
第
百
六

十
七
号
）
第
二
条
第

（
略
） 

 

（
略
） 

               

（
略
） 

 

（
略
） 
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射
性
同
位
元
素
、
感

染
症
の
予
防
及
び
感

染
症
の
患
者
に
対
す

る
医
療
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
年
法
律

第
百
十
四
号
）
第
六

条
第
二
項
に
規
定
す

る
一
類
感
染
症
、
同

条
第
九
項
に
規
定
す

る
新
感
染
症
若
し
く

は
り
患
し
た
場
合
の

重
篤
の
度
合
い
が
こ

れ
ら
と
同
程
度
と
認

め
ら
れ
る
感
染
症
の

病
原
体
等

（
以
下

「
特
殊
危
険
物
」
と

総
称
す
る
。
）
が
発

生
し
て
い
る
現
場
に

お
い
て
特
殊
危
険
物

に
よ
る
被
害
の
防
止

の
た
め
の
措
置
又
は

特
殊
危
険

物
の
識

別
、
捜
索
、
検
証
そ

の
他
の
処
理
に
従
事

し
た
職
員 

  

イ
か
ら
エ
ま
で 

（
現

行
の
と
お
り
） 

                          

（
現
行
の
と

お
り
） 

                          

（
現
行
の
と
お
り
） 

 

10 

（
現
行
の

と
お
り
） 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
現
行
の
と

お
り
） 

（
現
行
の
と
お
り
） 

11 

死
体
処
理

手
当 

          

⑴ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

       

⑵ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

 

⑶ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

 

一
体 

 

腐
乱
等
死 

 

体 

三
千 

 

二
百
円 

 

通
常
死
体 

 

千
六
百
円 

  

（
現
行
の
と

お
り
） 

一
体 

 

腐
乱
等
死 

ア
及
び
イ 

（
現
行
の
と 

 

お
り
） 

ウ 

⑵
及
び
⑶
に
つ
い
て

は
、
四
人
を
限
度
と
す

る
。
た
だ
し
、
鑑
識
課

の
検
視
を
専
門
に
担
当

す
る
職
員
が
臨
場
す
る

場
合
は
、
五
人
を
限
度

と
す
る
。 

エ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

 

二
項
に
規
定
す
る
放

射
性
同
位
元
素
、
感

染
症
の
予
防
及
び
感

染
症
の
患
者
に
対
す

る
医
療
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
年
法
律

第
百
十
四
号
）
第
六

条
第
二
項
に
規
定
す

る
一
類
感
染
症
、
同

条
第
九
項
に
規
定
す

る
新
感
染
症
若
し
く

は
り
患
し
た
場
合
の

重
篤
の
度
合
い
が
こ

れ
ら
と
同
程
度
と
認

め
ら
れ
る
感
染
症
の

病
原
体
等

（
以
下

「
特
殊
危
険
物
」
と

総
称
す
る
。
）
が
発

生
し
て
い
る
現
場
に

お
い
て
特
殊
危
険
物

に
よ
る
被
害
の
防
止

の
た
め
の
措
置
又
は

特
殊
危
険

物
の
識

別
、
捜
索
、
検
証
そ

の
他
の
処
理
に
従
事

し
た
職
員 

 

イ
か
ら
エ
ま
で 

 
 

（
略
） 

                          

（
略
） 

                          

（
略
） 

10 

（
略
） 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

11 

死
体
処
理

手
当 

  

⑴ 

（
略
） 

       

⑵ 

（
略
） 

 
⑶ 
（
略
） 

一
体 

 

腐
乱
等
死 

 

体 

二
千 

 

七
百
四
十 

 

円 

 

通
常
死
体 

 

千
三
百
七 

 

十
円 

（
略
） 

 

一
体 

 

腐
乱
等
死 

ア
及
び
イ 

（
略
） 

 
 ウ 

⑵
及
び
⑶
に
つ
い
て

は
、
三
人
を
限
度
と
す

る
。
た
だ
し
、
鑑
識
課

の
検
視
を
専
門
に
担
当

す
る
職
員
が
臨
場
す
る

場
合
は
、
四
人
を
限
度

と
す
る
。 

エ 

（
略
） 
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体 

三
千 

 

二
百
円 

 

通
常
死
体 

 

千
六
百
円 

  

12 

深
夜
特
殊

業
務
手
当 

（
現
行
の
と
お
り
） 

 

一
回 

六
百

七
十
円 

（
現
行
の
と
お
り
） 

13

か

ら

23

ま

で 

（
現
行
の

と
お
り
） 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
現
行
の
と

お
り
） 

 

（
現
行
の
と
お
り
） 

24 

小
笠
原
業

務
手
当 

（
現
行
の
と
お
り
） 

⑴ 

公
安
職
給
料
表
四
級

以
上
の
職
に
あ
る
者 

⑵ 

公
安
職
給
料
表
三
級

以
下
の
職
に
あ
る
者 

⑶
及
び
⑷ 

（
現
行
の
と

お
り
） 

 

（
現
行
の
と

お
り
） 

（
現
行
の
と

お
り
） 

（
現
行
の
と

お
り
） 

（
現
行
の
と
お
り
） 

 

 

体 

二
千 

 

七
百
四
十 

 

円 

 

通
常
死
体 

 

千
三
百
七 

 

十
円 

12 

深
夜
特
殊

業
務
手
当 

（
略
） 

一
回 

七
百

円 

（
略
） 

13

か

ら

23

ま

で 

（
略
） 

  

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

24 

小
笠
原
業

務
手
当 

     

（
略
） 

⑴ 

公
安
職
給
料
表
五
級

以
上
の
職
に
あ
る
者 

⑵ 

公
安
職
給
料
表
四
級

以
下
の
職
に
あ
る
者 

⑶
及
び
⑷ 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

（
略
） 
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東
京
消
防
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
九
年
東
京
都
規
則
第
五
十
三
号
）
新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改 

正 

後 

現 

行 

第
一
条
か
ら
第
四
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
（
第
二
条
関
係
） 

手
当
番
号 

種
類 

支
給
範
囲 

手
当
額 

摘
要 

１ 

出
動
手
当 
⑴ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

⑵ 
サ
リ
ン
等
に
よ
る
人
身

被
害
の
防
止
に
関
す
る
法

律
（
平
成
七
年
法
律
第
七

十
八
号
）
第
二
条
に
規
定

す
る
サ
リ
ン
等
、
原
子
力

基
本
法
（
昭
和
三
十
年
法

律
第
百
八
十
六
号
）
第
三

条
第
五
号
に
規
定
す
る
放

射
線
、
放
射
性
同
位
元
素

等
の
規
制
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第

百
六
十
七
号
）
第
二
条
第

二
項
に
規
定
す
る
放
射
性

同
位
元
素
又
は
感
染
症
の

予
防
及
び
感
染
症
の
患
者

に
対
す
る
医
療
に
関
す
る

法
律
（
平
成
十
年
法
律
第

百
十
四
号
）
第
六
条
第
二

項
に
規
定
す
る
一
類
感
染

症
、
同
条
第
九
項
に
規
定

す
る
新
感
染
症
若
し
く
は

（

現

行

の

と

お

り
） 

                    

 

第
一
条
か
ら
第
四
条
ま
で 

（
略
） 

別
表
（
第
二
条
関
係
） 

手
当
番
号 

種
類 

支
給
範
囲 

手
当
額 

摘
要 

１ 

出
動
手
当 

⑴ 

（
略
） 

⑵ 

サ
リ
ン
等
に
よ
る
人
身

被
害
の
防
止
に
関
す
る
法

律
（
平
成
七
年
法
律
第
七

十
八
号
）
第
二
条
に
規
定

す
る
サ
リ
ン
等
、
原
子
力

基
本
法
（
昭
和
三
十
年
法

律
第
百
八
十
六
号
）
第
三

条
第
五
号
に
規
定
す
る
放

射
線
、
放
射
性
同
位
元
素

等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の

防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
三
十
二
年
法
律
第
百
六

十
七
号
）
第
二
条
第
二
項

に
規
定
す
る
放
射
性
同
位

元
素
又
は
感
染
症
の
予
防

及
び
感
染
症
の
患
者
に
対

す
る
医
療
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
年
法
律
第
百
十

四
号
）
第
六
条
第
二
項
に

規
定
す
る
一
類
感
染
症
、

同
条
第
九
項
に
規
定
す
る

（
略
） 
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り
患
し
た
場
合
の
重
篤
の

度
合
い
が
こ
れ
ら
と
同
程

度
と
認
め
ら
れ
る
感
染
症

の
病
原
体
等
が
発
生
し
て

い
る
状
況
下
で
、
次
の
消

防
活
動
に
従
事
し
た
職
員 

 
ア
及
び
イ 

（
現
行
の
と 

お
り
） 

⑶ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

       

（

現

行

の

と

お

り
） 

（

現

行

の

と

お

り
） 

２
か
ら
17
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

 

新
感
染
症
若
し
く
は
り
患

し
た
場
合
の
重
篤
の
度
合

い
が
こ
れ
ら
と
同
程
度
と

認
め
ら
れ
る
感
染
症
の
病

原
体
等
が
発
生
し
て
い
る

状
況
下
で
、
次
の
消
防
活

動
に
従
事
し
た
職
員 

ア
及
び
イ 

（
略
） 

 

⑶ 

（
略
） 

       

（
略
） 

 

（
略
） 

 

２
か
ら
17
ま
で 

（
略
） 
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